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第１章 はじめに 

１ プランの位置付け                      

 

 

 

  「京都市民長寿すこやかプラン」は，本市における高齢者保健福祉施策の総

合的な推進と介護保険事業の円滑な運営を目的として，老人福祉法に策定が規

定されている「高齢者保健福祉計画」と，介護保険法に策定が規定されている

「介護保険事業計画」の２つの計画を一体的に策定するものです。  

  この計画は，「安らぎのあるくらしと華やぎのあるまち」を目指した「京都市

基本構想」を受け，その具体化のために全市的観点から取り組む主要な政策を

示した京都市基本計画「はばたけ未来へ！京プラン」の分野別計画のひとつと

して策定しています。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護保険法第１１７条により，市町村における策定が義務付けられている

もので，地域における介護保険サービスの必要量を見込み，それを確保する

ための方策や保険料算定の基礎となる財政規模のほか，介護保険を円滑に運

営するために必要な事業等について定めることとされています。 

老人福祉法第２０条の８により，市町村における策定が義務付けられてい

るもので，元気な高齢者への健康づくりや生きがいづくり，ひとり暮らし高

齢者への生活支援をはじめ，寝たきりや認知症，要介護状態になることを予

防するサービスの提供，さらには要介護高齢者への介護サービスの提供など，

本市に暮らす高齢者を対象とした保健サービスや福祉サービス全般にわたる

供給体制づくりなどについて定めることとされています。 

老人福祉法及び介護保険法では，これら２つの計画を一体的に策定するこ

ととされており，本市では，両計画を調和のとれた計画とするため，「京都

市民長寿すこやかプラン」として一体的に策定しています。 

京都市民長寿すこやかプランとは 

高齢者保健福祉計画とは 

介護保険事業計画とは 
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（京都市高齢者保健福祉計画／京都市介護保険事業計画） 

 

２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想

（平成１３（２００１）～３７（２０２５）年） 

 

 

基本構想の具体化のために全市的観

点から取り組む主要な政策を示す計

画 

（平成 23（2011）～32（2020）年度）

 

基本構想に基づく各区の個性を生か

した魅力ある地域づくりの指針とな

る計画 

（平成 23（2011）～32（2020）年度）

 
 

重点戦略及び行政経営の大綱を推進

するための計画 

（平成 24（2012）～27（2015）年度）

プランの位置付け 

京都市基本構想 

京都市基本計画 

（はばたけ未来へ！京プラン）

各区基本計画 

はばたけ未来へ！京プラン

実施計画 

京都市民長寿すこやかプラン 
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２ プランの計画期間                      

 第６期プランの計画期間は，平成２７年度から２９年度までの３年間です。 

 第６期以降のプランは，「地域包括ケア計画」として位置付け，「団塊の世代」

が７５歳以上の後期高齢者となる平成３７（２０２５）年を見据え，本市におけ

る地域包括ケアシステムの構築に向けて，中長期的な視野に立った施策の展開を

図ることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ プランの策定                        

（１）京都市高齢者施策推進協議会の開催 

   市民公募委員をはじめ，学識経験者，介護，保健，医療及び福祉の関

係者により構成される「京都市高齢者施策推進協議会」において，計画

の内容等の協議を行っています。  

 

（２）市民参加・ニーズの反映 

   第６期プランの策定に当たっては，市民の皆様の意見を採り入れるため，

京都市高齢者施策推進協議会への市民参加や協議会の公開のほか，平成２５

年度に２万人を超える市民の皆様を対象とした「すこやかアンケート（高齢

者の生活と健康に関する調査等）及び介護サービス事業者に関するアンケー

ト」を実施し，プラン策定のための基礎資料として活用しています。 

   また，この第６期プランの中間報告に関する市民説明会を開催するととも

に，パブリックコメントを実施し，市民の皆様からいただいたご意見・ご提

言を第６期プランに反映します。  

 

 

 

 

 

                 〈平成 37（2025）年までの⾒通し〉 

京都市基本計画 (はばたけ未来へ!京プラン) 

平成 23（2011）～32（2020）年度 

 

   

第６期プラン
 

平成 27（2015） 

 29（2017）年度

 

第7 期プラン

平成 30（2018） 

 32（2020）年度

 

第8期プラン 

平成 33（2021） 

 35（2023）年度 

 

第9期プラン

平成 36（2024） 

 38（2026）年度

 

第 5 期プラン 

平成 24（2012） 

 26（2014）年度 

平成２７（２０１５）年 

団塊の世代が６５歳以上に

平成３７（２０２５）年 

団塊の世代が７５歳以上に

地域包括ケア計画
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第２章 高齢者を取り巻く状況 

１ 高齢者の状況                        

（１）人口・世帯の状況等の推移 

 

 

   本市の近年における総人口及び６５歳以上の高齢者人口等の推移を見ると，

総人口は減少傾向にありますが，高齢者人口は増加し続けています。とりわ

け，平成２４年から，いわゆる「団塊の世代」が順次高齢期を迎えられてい

ることに伴い，高齢者人口は，平成２６年で３８２，４３０人と，平成２２

年から約５万２千人増加し，高齢化率（総人口に占める６５歳以上人口の割

合）についても，平成２６年は２６．０％と，平成２２年から３．０ポイン

ト増加しています。 

 

■ 総人口及び高齢化率等の推移                   （人） 

 昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 26 年

総人口 1,479,218 1,461,103 1,463,822 1,467,785 1,474,811 1,474,015 1,469,253

 65 歳 

以上 

人口 168,417 184,959 213,403 252,963 292,927 330,047 382,430

構成比 11.4% 12.7% 14.6% 17.2% 19.9% 23.0% 26.0%

65 ～

74 歳 

人口 100,302 103,036 121,917 144,932 160,045 173,738 202,705

構成比 6.8% 7.1% 8.3% 9.9% 10.9% 12.0% 13.8%

75 歳 

以上 

人口 68,115 81,923 91,486 108,031 132,882 156,309 179,725

構成比 4.6% 5.6% 6.2% 7.4% 9.0% 11.0% 12.2%

 

 

資料：国勢調査（昭和６０年～平成２２年）  

推計人口 京都市総合企画局情報化推進室情報統計担当（平成２６年１０月） 

※ 平成２２年の構成比は総人口から年齢不詳を除いて算出している。

全市の状況 
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   行政区別の高齢化率を見ると，平成２６年において，すべての行政区で 

２３％を超えており，最も高いのは東山区（３２．２％）で，次いで高い山科

区（２７．９％）よりも４．３ポイント高くなっています。一方，高齢化率が

最も低いのは下京区で，次いで南区の順となっています。 

   また，年齢階層で見ると，平成２４年から「団塊の世代」が順次高齢期を

迎えられていることに伴い，近年においては，すべての行政区で「６５～ 

７４歳人口（前期高齢者）の割合」が上昇しており，平成２６年においては，

上京区，東山区を除く行政区で「６５～７４歳人口（前期高齢者）の割合」が

「７５歳以上人口（後期高齢者）」を上回っています。 

 

■ 行政区別高齢者人口及び高齢化率（平成２６年１０月） 

 

 

 

 

 

 

（13.7%） 

（13.6%） 

（12.8%） 

（14.0%） 

（13.5%） 

（13.1%） 

（12.8%） 

（12.1%） 

（15.5%） 

（16.7%） 

（11.9%） 

（15.7%） 

（12.3%） 

（13.9%） 

（12.3%） 

（11.8%） 

（13.2%） 

（10.7%） （14.3%） 

（13.9%） 

（10.2%） 

（11.7%） 

※ 資料：京都市総合企画局情報化推進室情報統計担当（平成２６年１０月） 

※ （ ）内は年齢階層ごとの各区総人口に占める割合 

各区の状況
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   本市の一般世帯数及び高齢者世帯数の推移を見ると，「６５歳以上の世帯員

のいる一般世帯」は増加し続けており，平成２２年は２２４，６３５世帯，

一般世帯数に占める割合は３３．０％となっています。 

   「６５歳以上の世帯員のいる一般世帯」の内訳の推移を見ると，「単身世帯」，

「夫婦のみの世帯」，「親と子のみの世帯」の増加が見られる一方，「三世代世

帯」は大幅に減少しています。 

 

■ 一般世帯数及び高齢者世帯数の推移 

  昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成12年 平成17年 平成22年

一般世帯数 533,474 546,157 579,369 610,665 641,455 680,634 

 

６５歳以上の世帯

員のいる一般世帯

世帯数 125,489 135,264 153,209 178,731 201,924 224,635 

構成比 23.5% 24.8% 26.4% 29.3% 31.5% 33.0%

単身世帯 
世帯数 22,892 29,616 37,737 51,198 60,714 70,738

構成比 18.2% 21.9% 24.6% 28.6% 30.1% 31.5% 

夫婦のみの

世帯 

世帯数 27,334 32,060 39,856 49,164 57,448 64,730

構成比 21.8% 23.7% 26.0% 27.5% 28.5% 28.8%

親 と 子 のみ

の世帯 

世帯数 21,969 24,284 29,351 36,571 45,144 54,124 

構成比 17.5% 18.0% 19.2% 20.5% 22.4% 24.1%

三世代世帯 
世帯数 38,584 33,791 30,105 24,855 26,337 22,046

構成比 30.7% 25.0% 19.6% 13.9% 13.0% 9.8% 

そ の 他 の

世 帯 

世帯数 14,710 15,513 16,160 16,943 12,281 12,997

構成比 11.7% 11.5% 10.5% 9.5% 6.1% 5.8%

1 世帯当たり平均人員 2.77 人 2.65 人 2.5 人 2.37 人 2.28 人 2.17 人 

 

 

資料：国勢調査 

（世帯） 

世帯の状況等の推移 
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   本市の要支援・要介護認定者数の推移を見ると，認定者数は増加傾向にあ

り，平成２６年４月現在では７６，０８１人で，介護保険制度が創設された

平成１２年４月の２７，２０６人と比べ約２．８倍となるなど，介護サービ

スによる社会的支援を受けることへの理解が浸透し，介護保険制度が目指す

「介護の社会化」が進んでいます。 

   また，第１号被保険者数に占める要支援・要介護認定者数の割合である出

現率も増加傾向で推移しており，平成２６年４月時点で２０．３６％となっ

ており，全国平均（１７．７７％）と比較しても，本市の出現率は高い状況

が続いています。 

 

■ 要介護度別認定者数の推移 

2,326 2,716 4,099 5,433 5,645 5,538
4,787

491
3,908 4,205 4,620 6,144 7,918 8,409 9,212 9,731

441 6,615
9,037 9,830

9,548
9,282 10,058

11,161 11,782

6,441
9,659

12,888
15,194

17,955 18,447 20,254 11,560
8,644 8,139

9,016
9,699

10,567
11,697

12,179

5,828

7,441

8,703

9,367
8,401 8,577

9,552
11,207 12,562 12,146

12,555
13,132

13,952

14,688
15,457

4,741

5,654

5,889

6,264
6,894 6,938

7,816
8,986

9,644 9,721
9,905

9,908
10,010

10,485
11,166

4,202

4,741

5,045

5,310
6,041 6,408

6,868 7,384
7,778 7,920

8,119
7,887

8,241

8,391
8,633

3,668

4,324

4,958

5,190

5,482 5,472

5,438 5,884
6,016 6,278

6,604
7,045

7,130

7,149

7,133

27,206

34,535

41,582

46,758

50,418 51,380

55,647 55,544
57,886 58,654

61,891
64,871

68,367

72,783
76,081

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

要介護度別認定者数の推移

旧要支援 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）

 

 

■ 平成１２年４月からの増加率（平成１２年４月を１００とした場合の伸び） 

  

 

 

 

 

 

 旧要支援・要支援 1 要支援 2・要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 合計 

京都市(26 年 4 月) 418 372 265 236 205  194 280 

全国※(26 年 3 月) 282 347 261 242 209  208 268 

要支援・要介護認定者数及び出現率の推移 

※ 介護保険事業状況報告（暫定）をもとに算出
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■ 要支援・要介護認定者出現率の推移 

10.76%

13.15%

15.32%

16.70%

17.65% 17.49%

18.36%

17.70% 17.93%
17.66%

18.38%

19.19%
19.72%

20.18% 20.36%

10.07%

11.09%

12.58%

14.02%

15.24%
15.76%

16.19% 15.87% 15.95%16.00% 16.31%

16.92% 17.33%
17.69% 17.77%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

要支援・要介護認定者出現率の推移

京都市

全国

 

※ 政令指定都市 20都市の平均出現率（平成 26年 4月現在）は 18.57% 

 

 

 

   厚生労働省研究班の「都市部における認知症有病率と認知症生活機能障害

への対応」（平成２５年５月）による高齢者の「認知症有病率（※１）」及び

「ＭＣＩ有病率（※２）」に基づく試算では，本市における認知症高齢者数は，

平成２６年で約５５，０００人と推計され，平成２２年の約４８，０００人

から，約７，０００人増加しています。また，ＭＣＩ有病者数は，平成２６

年で約５４，０００人と推計され，平成２２年の約４８，０００人から，約

６，０００人増加しています。  

 

  ※１ 認知症高齢者数の推計は，５歳ごとの年齢階級別に推定された認知症

有病率を用いています。なお，認知症の全国有病率推定値は，高齢者人

口の１５％とされています。 

  ※２ ＭＣＩとは，軽度認知障害（記憶障害はあっても，認知症とはいえな

い状態。認知症の予備軍，または前駆状態といわれる。）のことです。Ｍ

ＣＩ有病者数の推計は，５歳ごとの年齢階級別に推定されたＭＣＩ有病

率を用いています。なお，ＭＣＩの全国有病率推定値は，高齢者人口の

１３％とされています。 

 

 

 

 

認知症高齢者数の推移 
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■ 認知症高齢者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数 

  要介護認定の審査判定における「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上

の高齢者数について見ると，平成２５年度は約３９，０００人となっていま

す。  

 

【認知症高齢者の日常生活自立度】 

ランク 判定基準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが，日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱ 
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても，誰かが注意し

ていれば自立できる。 

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅲ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ，介護を必要とする。 

Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅳ 
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ，常に介護を必要

とする。 

Ｍ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ，専門医療を必要とする。 

 参考：要介護認定 認定調査員テキスト２００９改訂版 
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（２）すこやかアンケート（高齢者の生活と健康に関する調査）から見る現状 

 

   本市では，「京都市民長寿すこやかプラン」策定の基礎資料とするため，「す

こやかアンケート（高齢者の生活と健康に関する調査）」を，３年ごとに実施

しています。  

 

種 別 調査対象 

高齢者調査 

高齢者一般調査 
要介護（要支援）認定を受けていない 65 歳以上

の方 8,924 人（抽出） 

居宅サービス 

利用者調査 

介 護 保 険 の 居 宅 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 方

7,466 人（抽出） 

居宅サービス 

未利用者調査 

要介護（要支援）認定を受けているが，介護保険

の居宅サービスを利用していない方 3,807 人（抽

出） 

    

 

 

 

 

  日常生活で不自由と感じていることについては，全体で「電球の交換，部屋

の模様替え，庭木の手入れ等をすること」が２３．３％で最も高く，次いで「掃

除・ごみ出し・洗濯などの家事をすること」，「買い物したり，荷物を持ち運ぶ

こと」となっています。 

  全体を年齢別でみると，多くの項目で年齢が上がるにつれて割合が高くなる

傾向にあります。なかでも「掃除・ごみ出し・洗濯などの家事をすること」や

「外出時の移動が負担であること」は８５歳以上が６５～６９歳よりも２０ポ

イント以上高くなっています。 

  全体を家族構成別でみると，ひとり暮らしでは「食事の準備・後かたづけを

すること」，「掃除・ごみ出し・洗濯などの家事をすること」，「相談に乗っても

らえる人が身近にいないこと」，「近くに話し相手がいないこと」，「買い物した

り，荷物を持ち運ぶこと」，「住宅の軽微な修繕に関すること」，「電球の交換，

部屋の模様替え，庭木の手入れ等をすること」が，家族などと同居では「自分

を介助する家族などの負担が大きいこと」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

※ 対象者は，平成２５年１１月１日現在のデータから無作為抽出 

※ 調査期間は，平成２５年１２月１６日～平成２６年１月１１日

日常生活について 
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20.6

11.3

8.5

6.4

5.4

13.8

7.1

10.1

17.7

6.6

13.1

23.3

7.9

32.2

6.9

7.1

1.7

7.2

11.3

3.6

3.9

3.4

3.9

4.4

1.2

7.0

5.6

12.2

14.1

9.2

48.3

27.6

23.6

8.9

9.0

6.8

30.2

23.9

10.0

21.9

27.2

7.1

13.2

31.5

6.8

15.8

23.9

30.2

15.8

11.3

9.6

7.2

25.2

23.5

9.2

13.2

30.6

8.4

15.6

34.7

6.3

16.6

15.9

13.0

14.0

36.0

16.3

16.6

0 20 40 60

食事の準備・後かたづけをする

こと

掃除・ごみ出し・洗濯などの家

事をすること

衣服の着脱・食事・入浴に関す

ること

身体機能の維持・向上のための

運動教室を受ける場がないこと

段差や間取り，耐震など住まい

の建物構造に関すること

契約や財産管理の手続きをする

こと

相談に乗ってもらえる人が身近

にいないこと

外出時の移動が負担であること

病院に通院すること

近くに話し相手がいないこと

自分を介助する家族などの負担

が大きいこと

買い物したり，荷物を持ち運ぶ

こと

高齢者どうし，また，世代を超

えた交流が行える居場所がない

こと

住宅の軽微な修繕に関すること

電球の交換，部屋の模様替え，

庭木の手入れ等をすること

その他

全体(N=8,580)

高齢者一般(N=4,293)

サービス利用者(N=2,828)

サービス未利用者(N=1,459)

  ■ 日常生活で不自由と感じていること 

食事の準備・後かたづけをすること

掃除・ごみ出し・洗濯などの家事を
すること

衣服の着脱・食事・入浴に関すること

身体機能の維持・向上のための運動
教室を受ける場がないこと

段差や間取り，耐震など住まいの
建物構造に関すること

契約や財産管理の手続きをすること

相談に乗ってもらえる人が身近に
いないこと

外出時の移動が負担であること

病院に通院すること

近くに話し相手がいないこと

自分を介助する家族などの負担が
大きいこと

買い物したり，荷物を持ち運ぶこと

高齢者どうし，また，高齢者と若者や
子供との世代を超えた交流が行える

ような居場所がないこと

住宅の軽微な修繕に関すること

電球の交換，部屋の模様替え，庭木の
手入れ等をすること

その他

無回答

 

 

 

(5LA%) 

5LA%=回答選択肢の中からあてはまるものを 5 つ以内で選択
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(5LA%)
　
Ｎ

食
事
の
準
備
・
後
か
た
づ
け
を
す
る
こ
と

掃
除
・
ご
み
出
し
・
洗
濯
な
ど
の
家
事
を

す
る
こ
と

衣
服
の
着
脱
・
食
事
・
入
浴
に
関
す
る
こ

と 身
体
機
能
の
維
持
・
向
上
の
た
め
の
運
動

教
室
を
受
け
る
場
が
な
い
こ
と

段
差
や
間
取
り
，
耐
震
な
ど
住
ま
い
の
建

物
構
造
に
関
す
る
こ
と

契
約
や
財
産
管
理
の
手
続
き
を
す
る
こ
と

相
談
に
乗っ

て
も
ら
え
る
人
が
身
近
に
い

な
い
こ
と

外
出
時
の
移
動
が
負
担
で
あ
る
こ
と

病
院
に
通
院
す
る
こ
と

近
く
に
話
し
相
手
が
い
な
い
こ
と

自
分
を
介
助
す
る
家
族
な
ど
の
負
担
が
大

き
い
こ
と

買
い
物
し
た
り
，
荷
物
を
持
ち
運
ぶ
こ
と

高
齢
者
ど
う
し
，
ま
た
，
高
齢
者
と
若
者

や
子
供
と
の
世
代
を
超
え
た
交
流
が
行
え

る
よ
う
な
居
場
所
が
な
い
こ
と

住
宅
の
軽
微
な
修
繕
に
関
す
る
こ
と

電
球
の
交
換
，
部
屋
の
模
様
替
え
，
庭
木

の
手
入
れ
等
を
す
る
こ
と

そ
の
他

 
無
回
答

一人暮らし 2,050 21.3 29.7 12.2 9.2 13.2 6.5 10.7 16.5 15.0 12.3 5.2 23.4 8.4 17.3 37.4 6.0 22.5

家族などと同居
（二世帯住宅を含む）

6,398 15.1 17.6 11.1 8.4 13.0 6.5 3.7 15.7 13.5 5.3 11.7 15.7 6.0 11.7 18.5 8.6 35.5

  ■ 年齢別 日常生活で不自由と感じていること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■ 家族構成別 日常生活で不自由を感じていること（全体） 

 

 

 

  会・グループの参加頻度について，高齢者一般を年齢別でみると，６５～ 

 ６９歳では「参加していないが，今後参加したい」の割合が他の年齢区分より

も高く，「ボランティアのグループ」については２７．７％が今後参加したいと

答えています。  

  また，社会参加活動や仕事の活動頻度について，高齢者一般を年齢別でみる

と，６５～６９歳では「していないが，今後したい」の割合が他の年齢区分よ

りも高く，「見守りが必要な高齢者を支援する活動」については２６．９％が，

「介護が必要な高齢者を支援する活動」については２３．９％が今後参加した

いと答えています。 

 

 

 

 

 

(5LA%)
　
Ｎ

食
事
の
準
備
・
後
か
た
づ
け

を
す
る
こ
と

掃
除
・
ご
み
出
し
・
洗
濯
な

ど
の
家
事
を
す
る
こ
と

衣
服
の
着
脱
・
食
事
・
入
浴

に
関
す
る
こ
と

身
体
機
能
の
維
持
・
向
上
の

た
め
の
運
動
教
室
を
受
け
る

場
が
な
い
こ
と

段
差
や
間
取
り
，
耐
震
な
ど

住
ま
い
の
建
物
構
造
に
関
す

る
こ
と

契
約
や
財
産
管
理
の
手
続
き

を
す
る
こ
と

相
談
に
乗っ

て
も
ら
え
る
人

が
身
近
に
い
な
い
こ
と

外
出
時
の
移
動
が
負
担
で
あ

る
こ
と

病
院
に
通
院
す
る
こ
と

近
く
に
話
し
相
手
が
い
な
い

こ
と

自
分
を
介
助
す
る
家
族
な
ど

の
負
担
が
大
き
い
こ
と

買
い
物
し
た
り
，
荷
物
を
持

ち
運
ぶ
こ
と

高
齢
者
ど
う
し
，
ま
た
，
高

齢
者
と
若
者
や
子
供
と
の
世

代
を
超
え
た
交
流
が
行
え
る

よ
う
な
居
場
所
が
な
い
こ
と

住
宅
の
軽
微
な
修
繕
に
関
す

る
こ
と

電
球
の
交
換
，
部
屋
の
模
様

替
え
，
庭
木
の
手
入
れ
等
を

す
る
こ
と

そ
の
他

 
無
回
答

65～69歳 1,717 8.2 8.4 4.3 7.9 10.9 2.7 4.5 5.1 4.8 4.7 3.1 6.6 4.9 10.7 11.1 10.3 48.4

70～74歳 1,680 11.6 12.8 6.3 8.9 13.9 4.7 4.0 9.1 8.3 5.0 4.9 11.6 5.2 12.7 17.7 8.6 40.0

75～79歳 1,678 16.1 20.9 10.0 9.1 14.4 7.1 6.4 14.9 14.3 7.5 9.5 20.2 8.1 14.2 27.3 7.8 30.0

80～84歳 1,620 21.5 28.5 15.2 7.3 14.5 9.1 6.7 21.9 20.2 8.1 12.9 27.0 7.1 16.5 32.6 6.4 23.1

85歳以上 1,885 25.0 31.4 20.1 9.1 11.7 8.5 5.5 27.5 21.2 9.9 19.0 22.8 7.6 11.8 28.0 6.6 20.3

社会参加について 
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  ■ 年齢別 会・グループの参加頻度（高齢者一般） 

   ≪ボランティアのグループ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ■ 年齢別 社会参加活動や仕事の活動頻度（高齢者一般） 

   ≪見守りが必要な高齢者を支援する活動≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ≪介護が必要な高齢者を支援する活動≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

0.8

26.9

21.7

14.0

43.8

38.6

38.7

39.4

46.2

21.2

31.8

41.3

47.1

48.0
0.4

0.3

0.2

0.9

1.0

0.0

0.1

0.5

0.6

1.1

1.3

1.3

0.9

0.9

1.4

1.6

2.0

2.6

0.6

2.3

2.1

3.0

3.0

3.4

8.2

65～69歳(N=1,491)

70～74歳(N=1,249)

75～79歳(N=874)

80～84歳(N=469)

85歳以上(N=210)

(%)

0 20 40 60 80 100

週４回以上

週２～３回

週１回 月１～３回

年に数回

していないが，今後したい

していないし，今後もする気はない 無回答

23.9

18.8

6.5

47.3

41.3

40.9

40.5

45.6

22.5

33.7

43.4

49.3

49.7
0.5

0.3

0.7

0.8

0.8

0.0

0.7

0.6

1.0

0.7

0.2

0.6

0.6

0.3

1.0

0.4

0.8

0.6

1.7

1.4

0.7

1.3

1.7

2.4

2.4

2.9

11.6

65～69歳(N=1,491)

70～74歳(N=1,249)

75～79歳(N=874)

80～84歳(N=469)

85歳以上(N=210)

(%)
0 20 40 60 80 100

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

していないが，

今後したい していないし，今後もする気はない 無回答

6.7 27.7

19.7

12.2

33.6

31.7

31.5

35.1

40.4

21.8

32.5

42.6

49.6

50.3

0.4

0.8

1.5

1.2

0.5

0.6

1.3

1.9

1.8

2.0

0.7

1.1

1.7

2.0

1.6

2.0

3.0

4.1

4.6

6.1

2.0

3.1

4.4

6.4

3.7

6.0

65～69歳(N=1,491)

70～74歳(N=1,249)

75～79歳(N=874)

80～84歳(N=469)

85歳以上(N=210)

(%)

0 20 40 60 80 100

週４回以上

週２～３回

週１回
月１～３回

年に

数回

参加していないが，

今後参加したい

参加していないし，今

後も参加する気はない 無回答
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51.3

3.0

5.4

29.1

2.5

9.7

51.1

2.5

5.7

30.3

2.9

8.3

51.2

4.0

5.9

27.7

2.0

10.8

52.5

2.7

3.8

28.0

2.4

11.9

0 20 40 60

自宅

子や孫など家族の家

特別養護老人ホームなど

の施設等

病院などの医療施設（緩

和ケア病棟やホスピス含

む）

その他

無回答

(MA%)

全体(N=8,580)

高齢者一般(N=4,293)

サービス利用者(N=2,828)

サービス未利用者(N=1,459)

 

 

  終末を迎えたい場所については，全体で「自宅」が５１．３％で最も高く，

次いで「病院などの医療施設（緩和ケア病棟やホスピス含む）」，「特別養護老人

ホームなどの施設等」となっています。 

  住み慣れた地域での継続生活で充実すべき支援については，全体で「介護を

する家族などの負担を軽減してもらえること」が３９．６％で最も高く，次い

で「夜間や緊急時等，いつでも訪問サービスが受けられること」，「自宅近くで

「通い」や「訪問」「宿泊」などの多様なサービスを希望に応じ組み合せて利用

できること」となっています。 

  介護保険料と介護サービスのあり方に関する考え方については，全体で「わ

からない」が３２．１％で最も高く，次いで「現在の介護保険サービス水準を

維持するためには，必要な保険料上昇もやむを得ない」，「保険料を現状程度に

維持するために，介護サービス水準が縮小してもやむを得ない」となっていま

す。また，サービス利用者については，「現在の介護保険サービス水準を維持す

るためには，必要な保険料上昇もやむを得ない」が，他の調査種別に比べ高く

なっています。 

 

  ■ 終末を迎えたい場所 

自宅

子や孫など家族の家

特別養護老人ホームなどの施設等

病院などの医療施設

（緩和ケア病棟やホスピス含む）

その他

無回答

 

 

 

 

介護保険制度について 

MA%=回答選択肢の中からあてはまるものをすべて選択
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29.8

17.0

9.5

38.8

20.4

30.0

10.2

3.0

23.7

7.7

26.3

9.2

14.6

39.6

11.5

14.1

3.3

16.2

26.9

10.8

5.0

39.7

20.3

30.2

10.6

3.1

25.9

3.6

24.1

9.4

18.6

38.3

7.4

10.8

4.5

16.2

32.4

25.1

14.8

37.7

20.7

31.3

9.7

3.3

20.4

12.7

28.2

8.5

10.5

42.1

15.1

17.3

1.8

15.7

33.1

19.6

12.1

38.1

20.4

26.7

9.9

2.4

23.3

10.0

29.1

10.2

10.9

38.5

16.5

17.6

2.6

17.2

0 20 40 60

配食サービス等食事の提供

掃除・ごみ出し・洗濯など

衣服の着脱・食事・入浴など

の介護サービス

夜間や緊急時等，いつでも訪

問サービスが受けられること

身体機能の維持・向上に運動

教室やリハビリをしてもらえ

ること

自宅近くで多様なサービスを

希望に応じ組み合せて利用で

きること

段差や間取り，耐震などが充

実した住まいが提供されるこ

と

契約や財産管理の手続きを手

伝ってもらえること

相談にいつでも乗ってもらえ

ること

外出時にサポートが受けられ

ること

医師・歯科医師の往診や薬剤

師・看護師等に訪問してもら

えること

親しい人に声かけや見守りを

行ってもらえること

高齢者どうし，また，世代を

超えた交流が行える居場所が

あること

介護をする家族などの負担を

軽減してもらえること

買い物，荷物の持ち運び等を

手伝ってもらえること
全体(N=8,580)

高齢者一般(N=4,293)

サービス利用者(N=2,828)

サービス未利用者(N=1,459)

(5LA%)

  ■ 住み慣れた地域での継続生活で充実すべき支援 

配食サービス等食事の提供

掃除・ごみ出し・洗濯など

衣服の着脱・食事・入浴などの介護サービス

夜間や緊急時等，いつでも訪問サービスが

受けられること

身体機能の維持・向上のための運動教室や

リハビリをしてもらえること

自宅近くで「通い」や「訪問」「宿泊」などの

多様なサービスを希望に応じ組み合せて

利用できること

段差や間取り，耐震などが充実した住まいが

提供されること

契約や財産管理の手続きを手伝ってもらえる

こと

相談にいつでも乗ってもらえること

外出時にサポートが受けられること

医師・歯科医師の往診や薬剤師・看護師等に

訪問してもらえること

親しい人に声かけや見守りを行ってもらえる

こと

高齢者どうし，また，高齢者と若者や子供

との世代を超えた交流が行えるような

居場所があること

介護をする家族などの負担を軽減して

もらえること

買い物，荷物の持ち運び等を手伝って

もらえること

電球の交換，部屋の模様替え，庭木の手入れ等

を手伝ってもらえること

その他

無回答

 

5LA%=回答選択肢の中からあてはまるものを 5 つ以内で選択
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24.0

22.7

27.1

21.8

5.6

5.5

6.2

4.7

14.5

17.1

11.1

13.8

32.1

34.2

29.3

31.3

8.9

10.2

7.5

7.9

14.9

10.4

18.8

20.5

全体

(N=8,580)

高齢者一般

(N=4,293)

サービス利用者

(N=2,828)

サービス未利用者

(N=1,459)

(%)
0 20 40 60 80 100

現在の介護保険サービス水準を維持するためには，必要な保険料上昇もやむを得ない

現在以上に介護保険サービスを充実するために，さらに保険料が上昇してもやむを得ない

保険料を現状程度に維持するために，介護

サービス水準が縮小してもやむを得ない

わからない その他 無回答

  ■ 介護保険料と介護サービスのあり方に関する考え方 
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２ 第５期プランの取組状況                   

（１）第５期プランの重点課題ごとの主な取組状況 

   第５期プランでは，４つの重点課題を柱に，１７０の施策・事業（うち，

新規３０）を掲げ，これまでに全ての施策・事業に着手し，計画の推進を図

ってきました。第５期プランにおける重点課題ごとの主な施策の取組状況と

課題の概況は，次のとおりです。 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

【主な施策・事業の取組状況】 

○ 高齢者の居場所の設置  数値目標あり 

 平成２４年度 平成２５年度 

居場所設置数 ７４箇所 １１２箇所

目標値 １１０箇所 １６６箇所

進捗状況 ６７．３％ ６７．５％

 

 

○ ～地域で気づき・つなぎ・支える～認知症総合支援事業の実施 

   認知症の早期発見・早期相談・早期診断による連続性のある支援を行うた

め，京都府医師会をはじめとする関係機関と連携し，「認知症？『気づいて相

談！』チェックシート」の作成や，「～地域で気づき・つなぎ・支える～認知

症相談支援ガイドブック」の作成・活用，「認知症対応 地域支援推進モデル

事業」等の事業を実施 

 

 

 

 

 

 

◇ 身近な居場所づくりの推進や認知症施策の充実，成年後見支援センターの設

置等による権利擁護施策の充実，ひとり暮らし高齢者全戸訪問事業の実施等の

取組を着実に進めました。 

◇ 今後の高齢化の進展に伴い，認知症高齢者やひとり暮らし高齢者等の更なる

増加が見込まれていることから，引き続き，要援護高齢者支援に積極的に取り

組む必要があります。 

重点課題１：世代間相互の理解の促進と認知症をはじめとする要援護 

高齢者支援の推進 

≪取組状況と課題の概況≫ 
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○ 認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業の充実 数値目標あり 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

認知症あんしんサポーター養成者数（延べ人数） ３６，４８７人 ４３，１０２人 ５０，５０１人

目標値 － ３９，８００人 ４４，９００人

進捗状況 － １０８．３％ １１２．５％

認知症あんしんサポートリーダー登録者数（累計） １，８６３人 ２，０１０人 ２，１４９人

認知症あんしんサポーター・アドバンス講座参加者数 ８６人 １１６人 ５０人

 

 

○ 認知症サポート医等の養成 数値目標あり 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

認知症サポート医養成者数（累計） １３人 １８人 ２３人

認知症サポート医フォローアップ研修の受講者数（延べ人数）※ － ２７人 ５６人

目標値 － １０人 ２０人

進捗状況 － ２７０．０％ ２８０．０％

かかりつけ医認知症対応力向上研修参加者数  ５３人 ５７人 ６２人

 

 

 ○ 成年後見支援センターの設置・運営 数値目標あり 

 平成２４年度 平成２５年度 

成年後見支援センター利用者数 ５２５人 ５０８人

目標値 ５２０人 ５７０人

進捗状況 １０１．０％ ８９．１％

 

 

 ○ 経済的困窮者に係る成年後見申立費用及び後見人等の報酬に対する助成 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

申立費用助成 ６９件 ７５件 ６８件

市長申立 ６９件 ７０件 ６３件

市長申立以外 － ５件 ５件

後見人報酬助成 １１件 ４４件 １１５件

市長申立 １１件 ２９件 ５６件

市長申立以外 － １５件 ５９件

 

 

 

 

※ 認知症サポート医フォローアップ研修の受講者には，かかりつけ医を含む 
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 ○ ひとり暮らし高齢者全戸訪問事業の実施 

 平成２４年度 平成２５年度 

面談実施 
人数 ２６，４８１人 ２８，１７５人

構成 ３７．１％ ３８．８％

面談辞退 
人数 ２４，２５３人 ２４，５０７人

構成 ３３．９％ ３３．８％

接触継続中 
人数 ２０，７１４人 １９，９３１人

構成 ２９．０％ ２７．４％

合計 
人数 ７１，４４８人 ７２，６１３人

構成 １００．０％ １００．０％

 面談実施：自宅等で面談を実施した人 

面談辞退：「担当ケアマネジャー，地域福祉組織の定期的な訪問があるから」，「まだ元気だから」等 

の理由で面談を辞退した人（面談辞退＋他機関による訪問を受けている） 

接触継続中：訪問のお知らせを郵送しても連絡がなく，その後，自宅に訪問したものの，接触ができず，

面談には至っていない人。ただし，この場合にも家屋の状況等からの安否確認は実施して 

いる。 
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【主な施策・事業の取組状況】 

○ 敬老乗車証の交付 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

交付者数 １２４，１１７人 １２７，０３９人 １２９，２２８人

 

 ○ 老人福祉センターの設置・運営 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

利用者数 ５６６，４２３人 ５９２，８６３人 ６０５，８０５人

 

 ○ すこやかクラブ京都（老人クラブ）の活動の活性化に対する支援 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

クラブ数 １，１２６クラブ １，１２１クラブ １，１１６クラブ

会員数 ６１，５６６人 ６１，０３０人 ６０，５４８人

 

 ○ 知恵シルバーセンター事業の実施 数値目標あり 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

新規紹介件数 １５２件 ２３９件 ３２１件

目標値 － １６５件 １８０件

進捗状況 － １４４．８％ １７８．３％

 

 ○ 介護予防サービスの提供 数値目標あり 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

二次予防事業参加者数 １，２３１人 ２，０９３人 ２，２４２人

目標値 １，１９４人 １，４３７人 １，７２５人

進捗状況 １０３．１％ １４５．７％ １３０．０％

一般高齢者向け介護予防普及啓発事業の実施回数 ６，３９８回 ７，５３３回 ９，７３４回

重点課題２：生きがいづくりと介護予防の推進 

 

◇ 様々な社会参加や生きがいづくりに役立てていただくための敬老乗車証の

交付やすこやかクラブ京都（老人クラブ）の活動に対する支援を引き続き実施

するとともに，継続して健康教室や介護予防サービス等の提供を進めました。

◇ 今後も，高齢者がいつまでもいきいきと健やかに過ごせるよう，とりわけ高

齢者が意欲や能力を生かして社会参加していただくことで，生きがいづくりや

健康づくり，介護予防にも役立てていただけるよう支援していく必要がありま

す。 

≪取組状況と課題の概況≫ 
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 ○ 健康すこやか学級の実施 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

実施回数 ４，３７８回 ４，７４８回 ５，０７０回

利用者数 １０３，０２９人 １０８，４９７人 １１４，７６５人

 

○ ロコモティブシンドローム予防の実施 

   平成２５年１０月に高齢者向けの筋力トレーニング教室の実施施設を２箇

所から４箇所に拡大するとともに，１１月には本市独自のロコモティブシン

ドローム予防の運動プログラム「京（きょう）ロコステップ＋１０（プラス

テン）」を開発 

 

 ○ 口腔ケアの推進 

   平成２５年１０月に「京都市口腔保健支援センター」を設置し，京都府歯

科医師会との連携の下，セルフケアが困難な主に施設入所中の要介護高齢者

等を対象とする実態調査，施設職員への技術サポート及び出張歯科健診を実

施 
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【主な施策・事業の取組状況】 

 ○ 高齢サポートへの相談 数値目標あり 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談件数 ２３５，３５２件 ２４２，５４１件 ２５４，０１９件

目標値 － ２６３，７００件 ２７６，９００件

進捗状況 － ９２．０％ ９１．７％

 

○ 高齢サポートの体制の充実 

   ひとり暮らし高齢者への全戸訪問をはじめとする包括的支援事業を適切に

実施できる体制を確保するため，平成２４年度から，専門３職種（保健師等，

社会福祉士，主任介護支援専門員）に加えて，各センターに１名ずつ職員（介

護支援専門員等）を増員 

 

  【高齢サポート職員数（全６１箇所）】 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

人員配置基準に基づく配置職員数 ２０３人 ２０７人 ２１１人

体制の充実による追加配置職員数 － ６１人 ６１人

合計 ２０３人 ２６８人 ２７２人

 

 ○ 高齢者支援に係る全市統一的なＩＴネットワークシステムの導入 

   本市と高齢サポートに設置した専用端末により，高齢者の介護保険情報，

高齢者福祉サービスの利用状況，全戸訪問事業の実施状況などの情報をオン

ラインで効率的かつ迅速に管理・共有することができるＩＴネットワークシ

ステムを運用 

 

重点課題３：高齢者の地域生活を支える体制づくりの推進 

 

◇ 地域包括ケアシステムの中核機関として位置付ける高齢サポート（地域包括

支援センター）の体制の充実等に取り組み，高齢サポートを中心とした地域ネ

ットワークの構築を進めました。 

◇ 地域福祉組織等との情報共有による地域における見守り体制の充実に加え，

福祉避難所の事前指定の推進により，防災対策の充実に取り組みました。 

◇ 地域包括ケアシステムの大きな柱である医療と介護の連携については，今

後，地域ケア会議等を活用し，更なる充実を図る必要があります。 

≪取組状況と課題の概況≫ 
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 ○ 地域ケア会議（主に学区単位で開催しているもの）の開催 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

開催回数 ３８２回 ６９５回 ５３４回

 

 ○ 老人福祉員による相談活動 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

老人福祉員により訪問されている 

ひとり暮らし高齢者数（各年度１１月現在） 
３１，３１５人 ３２，３１４人 ３３，８５５人

老人福祉員委嘱定数 １，３１４人 １，３１４人 １，３８６人

 

 ○ すこやか賃貸住宅の登録 

 平成２４年度 平成２５年度 

登録戸数 １，９１０戸 ３，９９８戸

   ※ すこやか賃貸住宅：高齢であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅 

 

 ○ 地域における見守り活動の推進 

 平成２４年度 平成２５年度 

見守り活動対象者名簿への登載に同

意している方の数 （※１） 
１１，８９９人 １９，１８９人

名簿貸出に関する協定締結団体数 

（※２） 
４１０団体 ５１２団体

 

 

 ○ 福祉避難所の事前指定の推進 

 平成２４年度 平成２５年度 

事前指定箇所数 １６３箇所 １９０箇所

 

 

 

 

※１ 平成２４年度は平成２５年２月現在，平成２５年度は平成２６年２月現在 

※２ 平成２４年度は平成２４年１１月現在，平成２５年度は平成２６年２月現在 
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【主な施策・事業の取組状況】 

 ○ 主な介護サービス基盤の整備状況 数値目標あり 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設） 
４，９００人分 ５，０８５人分 ５，２９１人分

目標値 ４，９３１人分 ５，０８５人分 ５，２３３人分

進捗状況 ９９．４％ １００．０％ １０１．１％

介護老人保健施設 

（介護療養型老人保健施設含む） 
３，８３４人分 ４，００４人分 ４，０９６人分

目標値 ３，７６１人分 ４，００９人分 ４，２０８人分

進捗状況 １０１．９％ ９９．９％ ９７．３％

認知症高齢者グループホーム 

（認知症対応型共同生活介護） 
９２１人分 １，０７７人分 １，３５６人分

目標値 ９９１人分 １，２２５人分 １，４８６人分

進捗状況 ９２．９％ ８７．９％ ９１．３％

 

 

 

 

 

 

重点課題４：安心して暮らせる介護・福祉サービス等の充実 

 

◇ 介護サービス基盤については，とりわけ地域に根差した小規模な施設・居住

系サービスを中心に着実に整備を進めました。 

◇ 利用者が安心して介護サービスを受けられるよう，関係団体との連携の下，

各種研修を実施し，介護サービスの質的向上を図るとともに，事業者への指導

等を行うことにより，介護保険給付の適正化を図りました。 

◇ 制度の安定的な運営のため，徴収率の向上に取り組みました。 

◇ 介護サービスとの連携を図りつつ，あんしんネット１１９（緊急通報システ

ム）や配食サービス等の在宅福祉サービスを引き続き実施しました。 

◇ 高齢化の進展に伴い，今後ますます介護・福祉サービスの需要が高まるとと

もに，質の高いサービスの提供が求められる中，適正なサービス提供，福祉・

介護人材の確保に向けた取組を一層進める必要があります。 

≪取組状況と課題の概況≫ 



―25― 

 ○ 介護保険料の徴収 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

徴収率 ９８．３３％ ９８．２８％ ９８．３６％

 特別徴収 １００．００％ １００．００％ １００．００％

普通徴収 ８６．７７％ ８８．１６％ ８７．８４％

滞納処分 

（差押え） 

財産調査 ２，２２５件 １，６０９件 １，７９１件

滞納処分 ９６件 １０６件 １４７件

 

 ○ 低所得者に対する支援 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

低所得者に対する保険料の本市独自減額適用実績 １，０１２件 １，３２７件 １，３８８件

 

 ○ 介護相談員派遣事業の実施 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

相談員数 ２８人 ２８人 ２８人

派遣箇所数 ２０箇所 ３５箇所 ３９箇所

 

 ○ 在宅福祉サービスの実施 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

あんしんネット１１９新規設置台数 ９４８台 ９７３台 １，０８５台

配食サービス事業による配食数 ３３７，１８２食 ３２４，６４４食 ３１７，３１１食

短期入所生活介護緊急利用者援護

事業利用者数 
６３７人 ６６２人 ７４０人

 

 ○ 京・福祉の研修情報ネット事業の実施 数値目標あり 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

研修情報数（延べ件数） ２６７件 ２９７件 ３０７件

目標値 － ２６１件 ２７１件

進捗状況 － １１３．８％ １１３．３％

 

 ○ 福祉人材確保対策事業の実施 

 平成２５年度 

福祉職場の採用担当者向け研修参加者数（延べ人数） ２６７人

福祉職場オープンウィーク参加者数 ２７人
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高齢者人口（第1号被保険者数）の推移

256,588
265,079273,260

278,273
286,188

295,414305,687
314,581323,974

338,612
353,094

366,411

330,004
328,611

247,588

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

12
年
4月

13
年
4月

14
年
4月

15
年
4月

16
年
4月

17
年
4月

18
年
4月

19
年
4月

20
年
4月

21
年
4月

22
年
4月

23
年
4月

24
年
4月

25
年
4月

26
年
4月

（人）

（２）介護保険事業の実施状況 

 

 

   本市の第１号被保険者数については，増加傾向で推移しており，平成２６

年４月現在で３６６，４１１人と，介護保険制度が創設された平成１２年４

月現在の２４７,５８８人と比べ，約１．５倍となっています。 

 

■ 第１号被保険者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本市の要支援・要介護認定者数の推移を見ると，認定者数は増加傾向にあ

り，平成２６年４月現在では７６，０８１人で，介護保険制度が創設された

平成１２年４月の２７，２０６人と比べ約２．８倍となるなど，介護サービ

スによる社会的支援を受けることへの理解が浸透し，介護保険制度が目指す

「介護の社会化」が進んでいます。  

   また，第１号被保険者数に占める要支援・要介護認定者数の割合である出

現率も増加傾向で推移しており，平成２６年４月現在で２０．３６％となっ

ており，全国平均（１７．７７％）と比較しても，本市の出現率は高い状況

が続いています。 

 

 

 ※ 第１号被保険者数は，住民基本台帳人口等に基づき算出するため，第２章１（１）の高齢者人口（４

ページ）と一致しない。 

第１号被保険者数の推移 

要支援・介護認定者数及び出現率の推移【再掲】 
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   介護サービス利用者数の推移については，「居宅系サービス利用者数」，「居

住系サービス利用者数」，「施設サービス利用者数」ともに伸びています。特

に「居宅系サービス利用者数」及び「居住系サービス利用者数」の伸びが大

きく，平成１２年４月と比べ，「居宅系サービス利用者数」については約 

３．０倍，「居住系サービス利用者数」については約１９．５倍となっていま

す。 

 

■ 介護サービスの利用者数の推移 
 

 

≪参考≫ 

サービス種別 内容 

居宅系サービス 訪問介護（ホームヘルプサービス）や通所介護（デイサービス）な

ど，在宅で利用することができるサービス 

居住系サービス 認知症高齢者グループホームなど，入居者が在宅に近い環境で受け

ることができるサービス 

施設サービス 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）など，施設に入所して受

けることができるサービス 

 

 

 

 

 

 

介護サービスの利用者数の推移 



―28― 

 

 

   保険給付費については，要支援・要介護認定者数の増加に伴うサービス利

用者の増加に伴い増加し続けています。平成２５年度の保険給付費実績は 

１０５，８０５百万円となっており，平成１２年度の４４，５９６百万円と比

べ，約２．４倍となっています。 

 

■ 保険給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険給付費の推移 

(百万円) 
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３ 介護保険制度改正の主なポイント               

 平成２７年度の介護保険制度改正においては，「団塊の世代」が７５歳以上の後

期高齢者となる平成３７（２０２５）年を見据え，第５期プランにおいて開始し

た地域包括ケア実現のための方向性を継承しつつ，在宅医療・介護連携等の取組

を本格化していくとともに，平成３７年までの中長期的なサービス・給付・保険

料水準も推計し，中長期的な視野に立った施策の展開を図ることとされています。 

具体的には，「地域包括ケアシステムの構築」と「費用負担の公平化」の２点を

基本的な考え方として，次の項目に取り組むこととされています。 

 

 

  

 

地域包括ケアシステムの構築 費用負担の公平化 
 

サービスの充実 

○ 地域包括ケアシステムの構築に向け

た地域支援事業の充実 

① 在宅医療・介護連携の推進 

② 認知症施策の推進 

③ 地域ケア会議の推進 

④ 生活支援サービスの充実・強化 

低所得者の保険料軽減を拡充 

○ 低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

 

 

重点化・効率化 

① 全国一律の予防給付（訪問介護・通

所介護）を市町村が取り組む地域支援

事業に移行し，多様化 

② 特別養護老人ホームの新規入所者

を，原則，要介護３以上に限定（既入

所者は除く） 

重点化・効率化 

① 一定以上の所得のある利用者の自

己負担を引上げ 

② 低所得の施設利用者の食費・居住費

を補填する「補足給付」の要件に資産

などを追加 

 

 

 

介護保険制度改正の主な内容
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４ 平成３７（２０２５）年の高齢者の姿                 

 ここでは，平成３７（２０２５）年の本市における高齢者の姿を概観します。 

 

 

 

 

 

 

 

  今後も，高齢者人口は増加を続け，平成３７（２０２５）年には高齢者人口

は４３万人を超え，高齢化率は平成２６年の２６．０％から４．４ポイント上

昇し，３０．４％となる見込みです。とりわけ，７５歳以上の人口（後期高齢

者）の割合は，高齢者全体の高齢化率の上昇幅を上回る勢いで上昇し，平成 

３７年には，平成２６年の１２．２％から７．２ポイント上昇し，１９．４％と

なり，およそ５人に１人が後期高齢者となると見込まれるなど，過去に例を見な

い超高齢社会が到来します。 

 

 

■ 総人口及び高齢化率等の今後の推計              （人） 

 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 32 年 平成 37 年

総人口 1,469,253 1,472,803 1,468,867 1,464,932 1,453,125 1,421,963

 65 歳 

以上 

人口 382,430 406,787 411,127 415,467 428,486 431,899

構成比 26.0% 27.6% 28.0% 28.4% 29.5% 30.4%

65 ～

74 歳 

人口 202,705 208,878 206,143 203,407 195,200 156,441

構成比 13.8% 14.2% 14.0% 13.9% 13.4% 11.0%

75 歳 

以上 

人口 179,725 197,909 204,984 212,060 233,286 275,458

構成比 12.2% 13.4% 14.0% 14.5% 16.1% 19.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：推計人口 京都市総合企画局情報化推進室情報統計担当（平成２６年１０月） 

   国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成２５年３月）」（平成２７年，３２

年，３７年） 

   平成２８年，２９年は，国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成２５年３

月）」を参考に，京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課において推計 

高齢者人口は４３万人，高齢化率は３０％を超える見込みです。 

後期高齢者の割合が上昇し，市民の５人に１人が後期高齢者となる見込みです。

全市の状況 
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  平成３７年においては，７行政区において高齢化率が３０％を超えると推計

されています。高齢化率が最も高いのは東山区で３５．９％，最も低いのは下

京区で２４．８％となっています。 

  これまで高齢化率が高い状況にあった市内中心部の高齢化率の伸びが鈍化す

る一方で，比較的低い状況にあった周辺部の高齢化率の上昇が見込まれていま

す。 

 

 ■ 行政区別高齢者人口及び高齢化率（平成３７年） 

各区の状況

※ 資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成２５年３月）」 

※ （ ）内は年齢階層ごとの各区総人口に占める割合 

（11.6%） 
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（11.1%） 

（20.1%） 

（11.0%） 

（18.6%） 

（12.0%） 

（23.9%） 

（22.0%） 

（10.4%） 

（15.5%） 

（9.3%） 

（16.1%） 

（10.8%） 

（19.4%） 

（11.1%） 

（18.5%） 

（11.6%） 

（19.6%） 

（11.2 %） 
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  平成２２年から平成３７年にかけて，京都府におけるひとり暮らし高齢者世

帯は，１２万世帯から１７万世帯へと，４１．７％増加すると推計されていま

す。 

 

 ■ 京都府におけるひとり暮らし高齢者世帯の推移 

 平成２２年 平成３７年 増加数（増加率） 

京都府 １２万世帯 １７万世帯 ５万世帯（４１．７％）

全 国 ４９８万世帯 ７００万７千世帯 ２０２万７千世帯（４０．７％）

   資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）（平成２６年４月）」 

 

（参考）本市におけるひとり暮らし高齢者世帯数（平成２２年１０月） ７０，７３８世帯 

 

 

 

 

  高齢者人口の増加に伴い，要支援・要介護認定者数も増加することが見込ま

れており，現行の制度のままでいくと，平成３７年度の要支援・要介護認定者

数は，平成２６年度の約１．４倍となる１０７，９５１人になると見込まれま

す。 

  また，第１号被保険者数に占める要支援・要介護認定者数の割合である出現

率は，平成３７年度には，平成２６年度の２０．５３％から２８．１６％に増

えると見込まれます。 

 

■ 要支援・要介護認定者数及び出現率の推計            （人） 

 26 年度 

(参考) 
27 年度 28 年度 29 年度 32 年度 37 年度 

第１号被保険者数 371,515 378,911 384,091 386,697 386,894 377,946

認定者数 77,719 81,456 85,605 90,096 99,429 107,951

 うち，第１号被保険者数 76,266 80,018 84,210 88,672 97,933 106,415

出現率 20.53％ 21.12％ 21.92％ 22.93％ 25.31％ 28.16％

 

 

 

 

 

要支援・要介護認定者数は約３万人増加し，１０万人を超える見込みです。 

注１：平成２６年度（斜線）は１０月１日現在の実績値，平成２７年度以降（太枠内）は推計値 

注２：第１号被保険者数は住民基本台帳人口等から推計するため，第２章４の高齢者人口の推計値（３０

～３１ページ）と一致しない 

ひとり暮らし高齢者世帯の増加が見込まれます。 
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  厚生労働省研究班の「都市部における認知症有病率と認知症生活機能障害へ

の対応」（平成２５年５月）による高齢者の「認知症有病率（※１）」及び「Ｍ

ＣＩ有病率（※２）」に基づく試算では，平成３７年の本市における認知症高齢

者数は約８７，０００人，また，ＭＣＩ有病者数は約６７，０００人と推計さ

れます。 
 

 ※１ 認知症高齢者数の推計は，５歳ごとの年齢階級別に推定された認知症有

病率を用いています。なお，認知症の全国有病率推定値は，高齢者人口の

１５％とされています。 

 ※２ ＭＣＩとは，軽度認知障害（記憶障害はあっても，認知症とはいえない

状態。認知症の予備軍，または前駆状態といわれる。）のことです。ＭＣＩ

有病者数の推計は，５歳ごとの年齢階級別に推定されたＭＣＩ有病率を用

いています。なお，ＭＣＩの全国有病率推定値は，高齢者人口の１３％と

されています。 
 

■ 認知症高齢者数の推計 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数 

  本市の要支援・要介護認定者における認知症高齢者数（「認知症高齢者の

日常生活自立度（※１）」Ⅱ以上の高齢者数）については，平成３７年度で

 約５５，０００人（※２）となると見込まれます。 

認知症高齢者が増加し，約８７，０００人となる見込みです。 

※１ ９ページ参照 

※２ 厚生労働省公表「認知症高齢者数について」（平成２４年８月２４日）を参考に，京都市保健

福祉局長寿社会部長寿福祉課において推計 
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５ 第６期プラン策定に当たっての課題と方向性          

  平成３７（２０２５）年を見据えて，高齢者が住み慣れた地域で，医療，介

護，予防，住まい，生活支援サービスを切れ目なく提供する仕組みである「地

域包括ケアシステム」を構築するため，第６期プランは，第５期プランで開始

した地域包括ケア実現のための方向性を継承しつつ，在宅医療・介護連携の推

進や，認知症施策の充実，生活支援サービスの充実・強化等の取組を本格化し

ていくとともに，平成３７年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準

を推計し，そこに至るまでの中間的な位置付けとして策定する必要があります。 

  千二百年を超える悠久の歴史を積み重ねてきた本市では，住民自治の伝統や

支え合いの精神に基づき，地域住民が組織する団体が中心となって培われてき

た地域力を生かし，市内全域をきめ細かくカバーする６１箇所の高齢サポート

を中核として，日常生活圏域を構成する基礎となる学区単位できめ細かく取り

組む「京都市版地域包括ケアシステム」（３７ページ参照）の構築に取り組んで

いるところです。 

今後とも，本市ならではの「地域力」や「地域の絆」をより強固にしていくと

ともに，その強みを最大限に生かし，地域住民や医療・介護をはじめとする様々

な関係団体と行政が一体となり，地域ぐるみで多様なニーズを持つ高齢者の暮ら

しを支援していく必要があります。 

  第６期プランにおいては，こうした考えのもと，高齢者一人ひとりが，でき

る限り住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられる「健康長寿のまち京都」

をつくるために，次の課題認識をもち，市民の皆様や関係団体との協働により

取組を進めます。 

 

 

 

 本市では，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスを切れ目なく提供す

る地域包括ケアシステムの構築に向け，高齢サポートを京都市版地域包括ケアシ

ステムの中核機関として位置付けるとともに，地域の見守り活動等，個々の方へ

の支援を中心とする地域ケア会議を学区ごとに，また地域や市域で必要とされる

取組を進めるために，区・支所ごと，更には，全市の会議を実施してきました。 

 とりわけ京都市版地域包括ケアシステムを構築するうえで，医療，介護，行政

等のあらゆる関係者が参画する支援ネットワークである地域ケア会議が果たすべ

き役割は極めて重要です。 

 本市では，地域の医療機関をはじめとする関係者に参画いただくことで，医療

と介護の連携を更に強化し，個々の方への支援を起点として，地域のネットワー

ク構築や，地域で必要とされるサービスの把握や対応等につなげていけるよう，

これまでの地域ケア会議に加えて，日常生活圏域を標準とする地域ケア会議を新

たに設置し，機能別，エリア別に再構築することとしています。今後，再構築後

地域ケア会議を軸とする地域包括ケアシステムの構築
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の「地域ケア会議」を軸として，京都市版地域包括ケアシステムの構築を一層進

めていく必要があります。 

 また，今後とも，再構築後の地域ケア会議を実効性あるものとしていけるよう，

その推進役としての役割を担う高齢サポートの機能の充実及び運営の質の維持・

向上に取り組む必要があります。 

 

 

 

 高齢化の進展に伴い，今後とも，認知症高齢者や要介護認定者，ひとり暮らし

高齢者等が年々増加していく中，一人ひとりの状態に応じて適切な支援が受けら

れ，地域の絆でつながりながら，住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ

う，要援護高齢者への支援を充実していく必要があります。 

 本市では，高齢者本人や家族等が，なるべく早く認知症の症状に「気づき」，高

齢サポートやかかりつけ医等に「つなぎ」，そして医療や介護サービス等が切れ目

なく提供され，地域全体で認知症高齢者や家族を「支え」ていけるよう，認知症

施策の充実に取り組んでいます。 

 また，徘徊する認知症の人を事故や行方不明から守るためには，身近な地域で

の見守りや早期発見など，地域ぐるみで支援する仕組みを構築するとともに，認

知症あんしんサポーターの養成等により，認知症に対する正しい理解を更に広げ

ていくことも求められています。 

 今後は，認知症の進行状況に合わせて，いつ，どこで，どのような地域資源で

支えていくのかを具体的に示すものとして作成する「京都市版認知症ケアパス」

の普及を図り，認知症の人の状態に応じて適切なサービスを受けられるよう支援

していくほか，認知症の初期段階での対応や医療体制の充実など，認知症の人と

家族を支える取組を総合的に進めていく必要があります。 

 一方，本市では，支援が必要な高齢者を把握し，適切な支援につなげていくた

め，市内在住の６５歳以上のすべてのひとり暮らし高齢者を対象として，高齢サ

ポートによる全戸個別訪問を実施しています。今後とも，高齢者の潜在的なニー

ズを把握し，適切な個別支援につなげるとともに，これまでから見守り活動を担

っていただいている民生委員・児童委員，老人福祉員等との情報共有等を通じて，

地域全体で高齢者を支えるネットワークづくりを一層進めていく必要があります。 

 

 

 

 本市では，日常的に介護を必要とせずに自立して生活できる期間である健康寿

命を平均寿命に近づけるよう，健康づくりや介護予防に取り組んでいます。 

 また，年を重ねても，多様な社会参加ができるよう，敬老乗車証の交付，すこ

やかクラブ京都（老人クラブ）活動の支援等の生きがいづくりを推進しています。 

 今後とも，高齢者がいつまでも健康で生きがいを持って高齢期を過ごしていた

認知症高齢者やひとり暮らし高齢者等が地域で暮らし続けられる支援の充実

高齢者がいつまでも健康で生きがいを持ち，意欲や能力を生かせる環境づくり
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だけるよう，自主的な健康づくりや社会参加のきっかけづくり，介護予防の普及

啓発等に取り組んでいく必要があります。 

 一方，「団塊の世代」が高齢期を迎え，元気な高齢者が増加していることから，

高齢者が意欲や能力を生かして社会参加していただくことで，高齢者自身の生き

がいづくりや介護予防にも役立てていただけるよう支援し，元気な高齢者を更に

増やしていく必要があります。 

 「すこやかアンケート」の結果では，日常生活の細々としたことに不自由を感

じる高齢者が多いことが分かった一方で，前期高齢者を中心に，ボランティア活

動等に「参加していないが，今後参加してみたい」との回答も多くありました。 

 今後，ひとり暮らし高齢者の増加等に伴い，高齢者に対する生活支援の必要性

が高まっていくことからも，元気な高齢者をはじめとする地域住民がその担い手

として，また，子育て支援など地域社会の幅広い支え手として活躍できるための

仕組みづくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

 高齢化の進展に伴い，支援や介護を必要とする高齢者は一層増加すると見込ま

れますが，「すこやかアンケート」の結果等から，多くの高齢者は，支援や介護が

必要になっても，できる限り住み慣れた地域，自宅で最期まで暮らし続けたいと

願っています。 

 高齢者のその人らしい人生を支援していくためには，医療・介護をはじめとす

る多職種の協働により，その人の全体像を把握し，最適な医療や介護を提供して

いくことが求められています。このため，地域ケア会議を軸として多職種の顔の

見える関係を築き，医療・介護の連携を更に進めていくとともに，看取り対策を

はじめとする在宅療養支援の取組を推進していく必要があります。 

 また，要介護高齢者の在宅生活を支えるため，「小規模多機能型居宅介護」，「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護」，「複合型サービス」等の居宅系サービスの整

備を着実に推進するとともに，在宅での生活が困難な重度の要介護者のため，地

域に根差した小規模な施設・居住系サービスを重点的に整備するなど，引き続き，

身近な地域における介護サービス基盤の充実を図る必要があります。 

 一方，今回の介護保険制度改正に伴って創設される「新しい介護予防・日常生

活支援総合事業」においては，全国一律の基準で提供されてきた介護予防訪問介

護・介護予防通所介護の内容に加え，これまで多様な主体によって地域に根差し

て取り組まれてきた配食や見守り等の多様なサービスも合せて再構築することに

より，生活支援サービスの更なる充実を図っていくことが求められています。 

 このため，本市においては，要支援の方をはじめ，必要な方に必要なサービス

を適切に提供していけるよう，今後における生活支援サービスの需給動向等を十

分に検討し，市民の皆様や関係機関との協働の下，京都の地域力を生かした生活

支援サービスの充実・強化を目指していく必要があります。 

住み慣れた地域で暮らし続けるための医療・介護・生活支援サービス等の充実



―37― 

【京都市版地域包括ケアシステムについて】 
 

■ 京都市版地域包括ケアシステムの基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 京都市版地域包括ケアシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市に暮らす高齢者一人ひとりが，できる限り，住み慣れた地域での生活を

継続できるよう，市内全域をきめ細かくカバーする６１箇所の高齢サポートを

中核として，日常生活圏域を構成する基礎となる学区単位できめ細かく取り組

み，本市ならではの「地域力」や「地域の絆」を最大限に生かしつつ，地域住

民や医療・介護をはじめとする様々な関係機関と行政が一体となり，地域ぐる

みで多様なニーズを持つ高齢者の暮らしを支援します。 

区役所・支所／福祉部（福祉事務所）／保健部（保健センター） 

●介護保険に関する相談窓口（福祉事務所）            

●介護保険サービス外の高齢者福祉サービスに関する相談窓口（福祉事務所） 

●健康づくりや精神保健福祉に関する相談窓口（保健センター） 

【住み慣れた地域（日常生活圏域※）】

医 療 
●かかりつけ医 
●かかりつけ歯科医 
●在宅ケアに関わる薬剤師 
●訪問看護ステーション看護師 等

介 護 
●介護保険サービス 
（居宅介護支援事業所（ケアマネジ
ャー），訪問介護，通所介護，認知
症高齢者グループホーム，小規模多
機能型居宅介護，定期巡回・随時対
応型訪問介護看護等） 

予 防 
●介護予防事業 
●健康すこやか学級 
●老人福祉センター 等 

住まい 
●サービス付き高齢者向け住宅 
●住宅改修支援 等 

生活支援サービス 
●見守り，配食等の生活支援 
●成年後見制度（市民後見人等）等

権利擁護 等 

高齢サポート 

（地域包括支援センター） 

地域ケア会議を軸とする地域包括ケアシステムの構築 

住み慣れた地域での

生活を実現！！ 

京都市長寿すこやかセンター 特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設）等 
在宅療養あんしん病院 等 

認知症疾患医療センター 

【市域】 

地域リハビリテーション支援センター 

医療・介護
連携の推進

総合的な健康
寿命延伸の取
組の推進 

生活支援サービ
スの充実・強化 

認知症施策
の推進 

高齢者のニーズ
に応じた住まい
の安定的供給 

等 

高齢サポート
への支援 等

地域の多様な担い手
（民生委員・児童委員，
老人福祉員，すこやか
クラブ京都，学区社協，
学生，ボランティア等）
との連携の推進 

【区域】 

※ 本市では，複数の元学区を束ねた地域
として７６地域（概ね中学校区）を設定 
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第３章 第６期プランの計画体系 

１ 基本理念及び取組の視点                    

  第６期京都市民長寿すこやかプランは，「団塊の世代」が７５歳以上の後期高

齢者となる平成３７（２０２５）年を見据えて，「京都市版地域包括ケアシステ

ム」を構築するため，平成３７年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水

準も推計し，そこに至るまでの中間的な位置付けとして策定するもので，「地域

包括ケア計画」としても位置付けられるものです。 

  第６期プランの基本理念は，平成２２年１２月策定の「京都市基本計画（はば

たけ未来へ！京プラン）」（平成２３年度～３２年度）の高齢者福祉分野における

理念を踏まえて設定した第５期プランの基本理念を継承し，新たに４つの取組の

視点の下，「京都市版地域包括ケアシステム」の構築に向け，取組を進めます。 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都の崇高な自治の伝統の下で育まれてきた人の絆，地域の絆を大切に継承

して，地域全体で高齢者の暮らしを支援するまちづくりを目指し，次の４つの

視点で「京都市版地域包括ケアシステム」の構築に取り組みます。 

 

高齢者一人ひとりが，自らの意思に基づき，住み慣れた地域で，いきいきと

健やかに暮らせる「健康長寿のまち京都」をみんなでつくる 

基本理念 

取組の視点 

１ 

  高齢者が住み慣れた地域の中で生きがいをもって暮らせるよう，これま

で培ってきた知恵や経験，能力を，地域社会の幅広い支え手として生かす

２  

  地域の中で尊厳ある生活を継続できるよう，高齢者の多様なニーズや相

談を総合的に受け止め，必要な支援につなぐ 

３  

  地域とのつながりの中で一人ひとりの高齢者を支えていけるよう，「自

助」，「互助」，「共助」，「公助」を有機的に結びつける 

４  

心身の状態に応じて，医療・介護・生活支援サービス等を切れ目なく提

供し，できる限り地域の中でその人らしい豊かな生活を支える 

いかす 

つなぐ 

むすぶ 

ささえる 
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２ 計画体系                           

  基本理念を実現するため，４つの取組の視点の下，次の４つの重点取組を掲げ，

「京都市版地域包括ケアシステム」の構築に向けた施策・事業を総合的に推進し

ます。  

 

重点取組１ 高齢者の生活を地域で支える仕組みづくりの推進 

 

１ 地域での支援ネットワークの

強化 

（１）地域ケア会議の充実 

（２）高齢サポートの機能の充実 

（３）地域での相談・見守り体制の充実 

（４）世代を超えて支え合う意識の共有 

２ 認知症等の要援護高齢者支援

の充実 

（１）権利擁護の推進 

（２）認知症施策の推進 

（３）ひとり暮らし高齢者等支援の推進 

重点取組２ 生きがいづくりと健康寿命の延伸に向けた健康づくり・介護予防の推進

 

１ 生きがいづくり・担い手づく

りの推進 

（１）生きがいづくりの推進 

（２）就労支援・担い手づくりの推進 

（３）すこやかクラブ京都（老人クラブ）

の活動の充実 

２ 健康寿命の延伸に向けた健康

づくり・介護予防の取組の推進

（１）主体的な健康づくりの推進 

（２）介護予防の取組の推進 

（３）新しい介護予防・日常生活支援総合

事業の実施 

重点取組３ 切れ目ない医療・介護・生活支援サービスの推進 

 

１ 医療と介護の連携強化 

２ 介護サービスの充実 

（１）２４時間３６５日の支援体制の充実

（２）介護保険事業の円滑な運営 

（３）介護サービスの質的向上 

３ 生活支援サービス等の充実 
（１）生活支援サービスの充実 

（２）保健福祉サービスの充実 

４ 介護・福祉に従事する人材の確保・定着及び育成 

重点取組４ 安心して暮らせる住まい・環境づくりの推進 

 

１ 安心して暮らせる住まいづくりの推進 

２ 暮らしやすい生活環境づくりの推進 

３ 防災・防犯対策や消費者施策の推進 

４ 「真のワーク・ライフ・バランス」の推進 
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第４章 重点取組ごとの主な施策・事業 

重点取組ごとの取組方針と主な施策・事業は，次のとおりです。具体的な事業に

ついては，今後，市民の皆様のご意見・ご提言を踏まえ，検討してまいります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域での支援ネットワークの強化 

（１）地域ケア会議の充実 

  ◎ 新たな体系での地域ケア会議の推進 

  ◎ 医療と介護をはじめとする多職種協働の推進 

  ◎ インフォーマルサービスなど地域課題への対応 

 

（２）高齢サポートの機能の充実 

  ◎ 高齢サポートの機能の充実及び運営の質の維持・向上 

  ◎ 高齢者人口の増加等に対応した高齢サポートの運営体制の適正化 

 

（３）地域での相談・見守り体制の充実 

  〇 地域における見守り体制の推進 

  ◎ 身近な居場所づくりの充実 

  ◎ 大学やＮＰＯ等との連携の推進 

  ◎ フォーマル・インフォーマル資源の情報提供 

  ◎ コミュニティソーシャルワークの強化・推進 

 

 

 医療，介護等のあらゆる関係者が参画する支援ネットワークである「地域ケア

会議」を軸として，地域のネットワーク構築や，地域で必要とされるサービスの

把握や対応等に取り組み，京都市版地域包括ケアシステムの構築を一層進めてい

きます。 

 また，認知症高齢者の増加に対応していくため，認知症の早期発見・早期相談・

早期診断に向けた取組を進めるとともに，認知症の人の状態に応じて適切なサー

ビスが受けられるよう，認知症の人と家族を支える取組を積極的に進めていきま

す。 

 今後とも，ひとり暮らし高齢者をはじめとする要援護高齢者が増加していく

中，高齢者が孤立することなく，地域との絆でつながりながら，できる限り住み

慣れた地域で暮らしていけるよう，住民自治の伝統や支え合いの精神に基づいて

培われてきた京都の地域力を生かし，見守りをはじめ地域全体で世代を超えて高

齢者の暮らしを支援する仕組みづくりを進めていきます。 

重点取組１：高齢者の生活を地域で支える仕組みづくりの推進 

主な施策・事業 

◎：第６期プランから充実を検討する施策・事業 

○：第５期プランから継続する施策・事業 

≪取組方針≫ 
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（４）世代を超えて支え合う意識の共有 

  ○ 世代を超えて交流を図るネットワークづくりの促進 

  ◎ 市営住宅団地における地域コミュニティに資する活動の場の整備 

  ○ 福祉・ボランティア学習の推進 

 

２ 認知症等の要援護高齢者支援の充実 

（１）権利擁護の推進 

  ○ 成年後見制度の利用促進のための制度の普及・啓発及び利用支援 

  ○ 虐待の早期発見・早期対応 

 

（２）認知症施策の推進 

  ◎ ライフサポートモデルに基づく認知症ケアパスの普及・活用 

  ◎ 医療と介護をはじめとする多職種協働の推進（再掲） 

  ◎ 認知症医療体制の充実 

  ◎ 認知症初期集中支援チームの設置など認知症の初期段階での対応の充実 

  ◎ 認知症等の徘徊対応の仕組みづくり 

  ◎ 若年性認知症（※）施策の推進 

     ※ ６５歳未満で発症した認知症の総称 

 

（３）ひとり暮らし高齢者等支援の推進 

  ◎ ひとり暮らし高齢者全戸訪問事業の推進 

  〇 地域における見守り体制の推進（再掲） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新たな体系での地域ケア会議の推進 

 これまで，基本的に個別ケースへの支援方針や地域における見守り活動の検討

を中心に学区ごとに実施してきた地域ケア会議について，地域の医療機関をはじ

めとする関係機関の参画を得て，地域課題の発見及び解決に向けた検討を行う機

能を，日常生活圏域レベル，区・支所レベル，市レベルまでの各階層で有効に発

揮できるよう，既存の会議に加え，新たに日常生活圏域を標準とする地域ケア会

議を設置し，地域ケア会議の全体構成を機能別，エリア別に再構築のうえ，実施

します。 

 

ライフサポートモデル（※１）に基づく認知症ケアパス（※２）の普及・活用 

 各区役所・支所，高齢サポート，医師会等が連携し，「京都市版認知症ケアパス」

の地域での活用が進むよう，普及・啓発を図ります。 
 

 ※１ 医療も介護も生活支援の一部であることを十分に認識し，医療と介護等が相互の

役割・機能を理解しながら，総合的な支援に結びつけていくことを目指す，今後の

認知症ケアの考え方 

 ※２ 認知症の本人の状態に応じた適切な医療と介護サービス提供の流れを指し示す

もの

≪主要項目の解説≫ 
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１ 生きがいづくり・担い手づくりの推進 

（１）生きがいづくりの推進 

  ○ 高齢者の社会参加促進に向けた事業の実施 

  ○ 多様な趣味・生涯学習の参加機会の確保・拡充 

  ◎ 身近な地域での活動の場の提供 

  ◎ 身近な居場所づくりの充実（再掲） 

  ○ 生きがいづくり支援施設のあり方の検討 

  ◎ ＩＣカード化を前提とする新たな敬老乗車証の制度構築 

 

（２）就労支援・担い手づくりの推進 

  ○ シルバー人材センター事業の推進 

  ◎ 生活支援サービスの担い手づくりの推進 

  ◎ 生活支援コーディネーターの設置などによる多様な主体による生活支援

サービスの提供 

 

（３）すこやかクラブ京都（老人クラブ）の活動の充実 

  ○ すこやかクラブ京都の三大運動（健康づくり・介護予防活動，在宅福祉を

支える友愛活動，奉仕活動）等の推進 

  ○ すこやかクラブ京都の活性化 

 

 高齢者の生きがいづくりや社会参加を支援するとともに，高齢者自身の介護予

防にも役立てていただくため，高齢者の知恵や経験，技能が社会の様々な分野で

生かされるよう支援することで，元気な高齢者の増加に取り組み，高齢者自身が

健康や豊かさを実感できるよう取組を進めていきます。特に，元気な高齢者をは

じめとする地域住民が，高齢者に対する生活支援サービスの担い手として，また

子育て支援など地域社会の幅広い支え手として活躍できるための仕組みづくり

を進めていきます。  

 併せて，日常的に介護を必要とせずに自立して生活できる期間である健康寿命

を平均寿命に近づけるよう，また要介護状態になっても状態が悪化しないよう維

持・改善を図るため，自主的な健康づくりや介護予防の普及啓発等の取組を進め

ていきます。 

更に，今回の介護保険制度改正により創設される「新しい介護予防・日常生活

支援総合事業」について，今後における生活支援サービスの需給動向等を十分に

検討のうえ，事業スキームの構築や市民の皆様及び事業者への十分な周知等に取

り組み，円滑に事業を進めていきます。 

重点取組２：生きがいづくりと健康寿命の延伸に向けた健康づくり・介護予防の推進 

主な施策・事業 

≪取組方針≫ 



―43― 

 

 

２ 健康寿命の延伸に向けた健康づくり・介護予防の取組の推進 

（１）主体的な健康づくりの推進 

  ◎ 「歩くまち・京都」や「スポーツの絆が生きるまち」等の施策の融合によ

る総合的な健康寿命延伸の取組の推進 

  ◎ ロコモティブシンドローム予防など健康づくりの推進 

  〇 健康づくりサポーター等の育成の推進 

  ○ 高齢者のこころのケアの推進 

 

（２）介護予防の取組の推進 

  ○ 地域介護予防推進センターによる二次予防事業対象者向けの介護予防 

サービスの提供 

  〇 地域介護予防推進センターによる一般高齢者向け介護予防サービスの 

提供 

 

 

 

 

 

（３）新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

  ◎ 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な推進 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年４月から新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施を予定し

ており，介護予防の取組については，新しい介護予防・日常生活支援総合事業

に再編していくこととしています。 

  

 生活支援サービスの担い手づくりの推進 

 ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯の増加に伴い，今後ますます日

常生活上の細々とした困りごとへの支援の必要性が増加していくことから，元気

な高齢者をはじめとする地域住民等を対象として，高齢者に対する生活支援サー

ビスをはじめとする担い手づくりに取り組み，高齢者自身の生きがいづくりや介

護予防につなげるとともに，住民同士が絆で結ばれた地域づくりを進めます。 

 

 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な推進 

 新しい介護予防・日常生活支援総合事業については，平成２９年４月からの実

施に向けて，今後における生活支援サービスの需給動向等を十分に検討のうえ，

事業スキームの構築や，介護予防・生活支援サービスの提供体制の構築，市民の

皆様や事業者への十分な周知等にしっかりと取り組み，円滑に事業を進めていき

ます。 

※ 詳細は４４～４５ページのとおり

≪主要項目の解説≫ 
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【新しい介護予防・日常生活支援総合事業について】 

 

■ 事業の趣旨 

  新しい介護予防・日常生活支援総合事業（以下「新しい総合事業」という。）

は，要支援者の多様な生活支援ニーズに対応するため，従来予防給付として提供

されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護（以下「介護予防

訪問介護等」という。）を，市町村が実施する地域支援事業に移行し，要支援者

自身の能力を最大限生かしつつ，介護予防訪問介護等と住民等による多様なサー

ビスを総合的に提供できる仕組みとして，平成２７年度の介護保険制度改正によ

り創設されるものであり，平成２９年４月までに全市町村で実施することとされ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：平成２６年７月２８日 全国介護保険担当課長会議資料）

≪現行≫ ≪見直し後≫ 介護保険制度

介護給付（要介護１～５） 

 
介護予防給付 
（要支援１～２） 

地
域

支
援

事
業

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

〇 二次予防事業 

〇 一次予防事業 

 介護予防・日常生活支援総合事業の場合

は，上記の他，生活支援サービスを含む

要支援者向け事業，介護予防支援事業。

包括的支援事業 
〇 地域包括支援センターの運営 

 ・介護予防ケアマネジメント，総合相談

支援業務，権利擁護業務，ケアマネジ

メント支援  

訪問看護，福祉用具等

訪問介護，通所介護 

任意事業 
〇 介護給付費適正化事業 

〇 家族介護支援事業 

〇 その他の事業 

介護給付（要介護１～５） 

介護予防給付（要支援１～２） 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業  
（要支援１～２，それ以外の者） 

〇 介護予防・生活支援サービス事業 

 ・訪問型サービス 

 ・通所型サービス 

 ・生活支援サービス（配食等） 

 ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 
 

〇 一般介護予防事業 地
域

支
援

事
業

包括的支援事業 
〇 地域包括支援センターの運営 
  （左記に加え，地域ケア会議の充実） 

〇 在宅医療・介護連携の推進 

〇 認知症施策の推進 
  （認知症初期集中支援チーム，認知症

地域支援推進員 等） 

〇 生活支援サービスの体制整備 
  （コーディネーターの配置，協議体の

設置等）

任意事業 
〇 介護給付費適正化事業 

〇 家族介護支援事業 

〇 その他の事業 

多
様

化
 

充
実

 

現行と同様 

事業に移行 

全市町村で 
実施 

新 し い 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の 構 成 
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■ 新しい総合事業を構成する各事業の内容及び対象者 

  新しい総合事業は，①介護予防訪問介護等を地域支援事業に移行し，要支援者

等に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と，②第１号

被保険者に対して体操教室等の介護予防を行う「一般介護予防事業」から構成さ

れます。 

 

 

 

 

  

 

 
 

事業 内容 

訪問型サービス 
要支援者等に対し，掃除，洗濯等の日常生活上

の支援を提供 

通所型サービス 
要支援者等に対し，機能訓練や集いの場など日

常上の支援を提供 

その他の生活支

援サービス 

要支援者等に対し，栄養改善を目的とした配食

や一人暮らし高齢者等への見守り提供 

介護予防ケアマ

ネジメント 

要支援者等に対し，総合事業によるサービス等

が適切に提供できるようケアマネジメント 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新しい総合事業への円滑な移行 

  本市としては，新しい総合事業への移行は平成２９年４月からを予定しており，

移行後も，要支援の方をはじめ，必要な方に必要なサービスを適切に提供してい

けるよう，現在提供されている生活支援サービスの種類や量について，全市的な

調査を行い，実態をきめ細かく把握していくこととしています。 

  この調査の結果を踏まえ，今後における生活支援サービスの需給動向等を十分

に検討のうえ，新しい総合事業のサービス類型，基準，報酬等を決定し，事業者

の指定等の手続きを進めるとともに，市民の皆様や関係機関との協働の下，京都

の地域力を生かした生活支援サービスの充実・強化に取り組んでいきます。 

  併せて，現在実施している介護予防の取組についても，新しい総合事業に再編

していくこととしています。 

 

 

事業 内容 

介護予防把握事業

収集した情報等の活用により，

閉じこもり等の何らかの支援

を要する者を把握し，介護予防

活動へつなげる 

介護予防普及啓発

事業 

介護予防活動の普及・啓発を行

う 

地域介護予防活動

支援事業 

住民主体の介護予防活動の育

成・支援を行う 

一般介護予防事業

評価事業 

介護保険事業計画に定める目

標値の達成状況等を検証し，一

般介護予防事業の評価を行う 

地域リハビリテー

ション活動支援事

業 

介護予防の取組を機能強化す

るため，通所，訪問，地域ケア

会議，住民主体の通いの場等へ

のリハビリ専門職等による助

言等を実施 

（参考：平成２６年７月２８日 全国介護保険担当課長会議資料）

①介護予防・生活支援サービス事業 ②一般介護予防事業 

〇 対象者は，制度改正前の要支援者に相当する者 

 ① 要支援認定を受けた者 

 ② 基本チェックリスト該当者（事業対象者） 

※ 事業対象者は，要支援者に相当する状態等の者を想定 

※ 基本チェックリストは，支援が必要だと市町村や地域包括支

援センターに相談に来た者に対して，簡便にサービスにつなぐ

ためのもの 

※ 予防給付に残る介護予防訪問看護，介護予防福祉用具貸与等

を利用する場合は，要支援認定を受ける必要がある。 

〇 対象者は，第１号被保険者の全ての者及び

その支援のための活動に関わる者 

総 合 事 業 を 構 成 す る 各 事 業 の 内 容 及 び 対 象 者 
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１ 医療と介護の連携強化 

◎ 在宅医療・介護連携の推進 

  ◎ 医療と介護をはじめとする多職種協働の推進（再掲） 

  ◎ 在宅医療・介護資源に関する情報の把握及び共有 

  ◎ 看取り対策をはじめとする在宅療養支援の推進 

  ○ 地域リハビリテーション体制の充実 

 

 

２ 介護サービスの充実 

（１）２４時間３６５日の支援体制の充実 

  ◎ 地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設，小規模多機能型居宅

介護，定期巡回・随時対応型訪問介護看護，複合型サービス等）の充実 

  ◎ 新たな財政支援制度に基づく基金を活用した基盤整備の拡充 

  ◎ 特別養護老人ホームを，在宅での生活が困難な，原則中重度の要介護者を

支える施設としての機能に重点化 

  ◎ 地域における介護サービスの拠点としての介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム）や介護老人保健施設の充実 

 

 

（２）介護保険事業の円滑な運営 

  ◎ 介護サービス事業者の適正な指定，指導監督の実施 

  ○ 介護保険料の確実な徴収 

  ○ 低所得者に対する介護保険料や利用料等に係る支援 

 

 

 高齢者のその人らしい人生を支援していくため，「地域ケア会議」を軸として

多職種の顔の見える関係を築き，医療・介護の連携を更に進めていくとともに，

看取り対策をはじめとする在宅療養支援等の取組を進めていきます。 

 また，「小規模多機能型居宅介護」等の要介護高齢者の在宅生活を支えるため

の居宅サービスをはじめ，利用者等の様々なニーズに応えられる介護・福祉サー

ビスの充実と，介護基盤の整備を進めていくとともに，介護・福祉分野に従事す

る人材の確保，定着及び育成に向けた取組を進めていきます。 

 更に，今回の介護保険制度改正に伴う「新しい介護予防・日常生活支援総合事

業」の創設を契機として，これまでに培われてきた京都の地域力を生かした生活

支援サービスの一層の充実・強化に取り組んでいきます。 

重点取組３：切れ目ない医療・介護・生活支援サービスの推進 

主な施策・事業 

≪取組方針≫ 
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（３）介護サービスの質的向上 

  ○ 事業者への助言や施設内外での研修の計画的な実施の促進など介護保険

施設におけるサービスの質の向上への支援 

  ○ 介護サービス従事者に対する各種研修の実施 

 

３ 生活支援サービス等の充実 

（１）生活支援サービスの充実 

  ◎ 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な推進（再掲） 

  ◎ 生活支援サービスの担い手づくりの推進（再掲） 

  ◎ 生活支援コーディネーターの設置などによる多様な主体による生活支援

サービスの提供（再掲） 

  ◎ 大学やＮＰＯ等との連携の推進（再掲） 

  ◎ フォーマル・インフォーマル資源の情報提供（再掲） 

 

（２）保健福祉サービスの充実 

  ○ 在宅福祉サービスの充実 

  ○ 家族等介護者支援の充実 

 

４ 介護・福祉に従事する人材の確保・定着及び育成 

  ◎ 介護・福祉職員の段階的キャリアアップのための研修の実施 

  ◎ 介護職員の労働環境や処遇の改善に向けた取組の推進 

  ○ 教育機関・養成施設等との連携による人材確保 

  ○ 社会的評価の向上に係る取組の推進 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

在宅医療・介護連携の推進 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには，医療・介護をはじ

めとする多職種の協働により，その人の全体像を把握し，最適な医療や介護を提

供していくことが重要です。このため，医療・介護等のあらゆる関係者が参画す

る支援ネットワークである「地域ケア会議」を軸として，在宅医療・介護連携の

推進を図ります。 

 

 地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設，小規模多機能型居宅介護，

定期巡回・随時対応型訪問介護看護，複合型サービス等）の充実 

 地域密着型サービスの基盤整備に当たっては，全市域においてサービス提供体

制が概ね構築されてきたことから，「すこやかアンケート」の結果も踏まえ，事業

候補者選定時には，設置圏域やサービス提供地域も考慮に入れながら，バランス

のとれたサービス提供体制の構築を図ります。とりわけ，認知症対応型共同生活

介護，小規模多機能型居宅介護，複合型サービス等については，行政区単位での

整備を進めます。 

≪主要項目の解説≫ 
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１ 安心して暮らせる住まいづくりの推進 

  ◎ 高齢者すまい・生活支援モデル事業の実施 

  ○ サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに対する適切なサービス

提供のための指導 

  ○ 民間住宅に円滑に入居するための支援 

  ○ バリアフリーに対応した機能性や仕様を持つ建築物の顕彰制度の実施 

  ○ 福祉・介護の専門家と建築士の連携による高齢者の状態像に応じた住宅リ

フォーム等への支援 
 

２ 暮らしやすい生活環境づくりの推進 

  ○ ユニバーサルデザインに基づく生活環境づくり 

  ○ 公共建築物等のバリアフリー化の推進 

  ○ あんしん歩行エリア対策事業の推進 

  ○ 交通安全啓発事業の推進 

  ○ 移動に制約のある方への支援 
 

３ 防災・防犯対策や消費者施策の推進 

  ○ 地域における見守り体制の推進（再掲） 

  ◎ 福祉避難所の設置の促進 

  ◎ 災害時情報配信サービス（多メディア一斉送信装置）による情報配信対象

者の拡大 

 

 高齢者のニーズに応じた住まいが安定的に供給されるよう，高齢者すまい・生

活支援モデル事業の実施やサービス付き高齢者向け住宅等における適切なサー

ビス提供のための指導の拡充など，高齢者が安心して暮らせる住まいづくりに係

る取組を更に進めていきます。 

 また，ユニバーサルデザインの理念に基づく取組が進むよう普及啓発を一層推

進し，バリアフリー化等のハード面と利用者への情報提供等のソフト面の両面か

ら，高齢者をはじめすべての人にやさしいまちづくりを推進していきます。 

 加えて，防災・防犯に係る意識や知識の高揚を図る取組を強化するとともに，

特殊詐欺等の未然防止や救済等に係る高齢者等への啓発及び相談体制の充実を

図ります。 

 更に，高齢者を介護する家族等の仕事と介護の両立支援等に加え，町内会のボ

ランティア活動など「地域活動や社会貢献」も含めて生きがいのある充実した暮

らしを送ることを支援する「真のワーク・ライフ・バランス」の推進に向けた取

組を進めていきます。 

重点取組４：安心して暮らせる住まい・環境づくりの推進 

主な施策・事業 

≪取組方針≫ 
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○ 自主防災活動の推進による地域の協力体制の推進 

  ◎ 悪質商法被害防止のための消費者啓発・教育の推進 

  ◎ 特殊詐欺防止のための取組の推進 

  ○ 市民との協働による見守りの仕組みづくり 

  ○ 消費者被害救済のための相談事業の充実 

 

４ 「真のワーク・ライフ・バランス」の推進 

  ◎ 「真のワーク・ライフ・バランス」を推進する企業への支援 

  ◎ 「真のワーク・ライフ・バランス」に取り組む市民や団体の発掘及び応援 

  ◎ 「真のワーク・ライフ・バランス」応援ＷＥＢによる情報発信 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 高齢者すまい・生活支援モデル事業の実施 

 要援護高齢者等の地域での生活を支える新たな取組として，空き家等を活用し，

低廉な「住まい」と，社会福祉法人による「見守り」等のサービスを一体的に提

供するモデル事業（最長３年間）を市内の一部地域において実施します。 

 モデル事業については，京都市居住支援協議会において，事業内容の検証等を

行い，モデル事業の終了後においても，社会福祉法人による社会貢献事業として

継続的・発展的に取り組める，持続可能な事業スキームの構築に取り組みます。 

 

 福祉避難所の設置の促進 

 大規模災害が発生した場合に，避難行動要支援者等の特別な配慮を要する方を

受け入れる福祉避難所の事前指定を推進します。また，福祉避難所の運営を円滑

に行っていくため，京都市福祉避難所運営ガイドラインの改訂や研修会の開催，

地域住民への周知を実施します。

≪主要項目の解説≫ 
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第５章 介護サービス量の推計 

 

 第６期プランの計画期間中（平成２７年度～２９年度）における介護サービス量に

ついて，次の手順で推計を行いました。 

 

１ 第１号被保険者数の推計                     

  平成２９年度までの各年度，平成３２年度及び３７年度における第１号被保険者

数について，住民基本台帳及び外国人登録（平成２４年度から住民基本台帳におい

て管理）の推移から推計を行いました。 

  その結果，第１号被保険者数は，平成２９年度には３８６，６９７人，平成３７

年度には３７７，９４６人となる見込みです。 

 

 ■ 第１号被保険者数の推計 

  

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３２年度 ３７年度 

第１号被保険者数 378,911 人 384,091 人 386,697 人 386,894 人 377,946 人

６５～７４歳 199,649 人 198,024 人 194,057 人 184,363 人 146,958 人

７５歳以上 179,262 人 186,067 人 192,640 人 202,531 人 230,988 人

７５歳以上比率 47.3％ 48.4％ 49.8％ 52.3％ 61.1％

 

 

 

２ 要支援・要介護認定者数の推計                  

  平成２９年度までの各年度，平成３２年度及び３７年度における要支援・要介護

認定者数について，第５期プラン計画期間中（平成２４年度～２６年度）の出現率

の動向をもとに，５１ページの表のとおり推計しました。 

  推計に当たっては，「要支援・要介護度（７区分）」，「５歳ごとの年齢区分（６区

分）」，「性別（２区分）」の８４グループに分け，第 1 号被保険者数に占める要支援・

要介護認定者数の割合（出現率）の傾向を踏まえるなど，年度ごとの要介護度別・

年齢階層別・性別の認定者数といった詳細な推計を行っています。 

  その結果，要支援・要介護認定者数は，平成２９年度には９０，０９６人，平成

３７年度には１０７，９５１人となる見込みです。 

  また，第１号被保険者数に占める要支援・要介護認定者数の割合である出現率は，

平成２９年度には２２．９３％，平成３７年度には２８．１６％となる見込みです。 

 

※ 第１号被保険者数は住民基本台帳人口等から推計するため，第２章４の高齢者人口の推計値（３０～３１

ページ）と一致しない 
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 ■ 要支援・要介護認定者数及び出現率の推計           （人） 

 27 年度 28 年度 29 年度 32 年度 37 年度 

第１号被保険者数 378,911  384,091 386,697 386,894 377,946

認定者数 81,456 85,605 90,096 99,429 107,951

要支援１ 10,617 11,347 12,123 13,427 14,318

要支援２ 12,914 13,804 14,774 16,582 17,922

要介護１ 12,948 13,608 14,335 15,756 16,847

要介護２ 16,677 17,482 18,345 20,241 22,133

要介護３ 11,910 12,578 13,304 14,961 16,429

要介護４ 9,037 9,284 9,561 10,333 11,315

要介護５ 7,353 7,502 7,654 8,129 8,987

うち， 

第１号被保険者数 
80,018 84,210 88,672 97,933 106,415

出現率（％） 21.12 21.92 22.93 25.31 28.16

 

 

 

３ 施設・居住系サービスの利用者数の推計及び整備等目標数の設定   

  平成２９年度までの各年度における施設・居住系の各サービスの利用者数につい

て，５２ページの表のとおり推計を行いました。 

  推計に当たっては，第５期プランまでの推計方法の基本的な考え方を踏襲

（※）しつつ，今後の認知症高齢者の更なる増加や，すこやかアンケート等

の調査結果等を考慮しました。 

  こ の 結 果 ， 施 設 ・ 居 住 系 サ ー ビ ス の 利 用 者 数 は ， 平 成 ２ ９ 年 度 に は 

１７，７００人（第１号被保険者数の約４．５８％相当）となる見込みです。 

 

※ 施設・居住系サービスにおいて想定される利用者の要介護度（例えば，介護老人

福祉施設の場合，要介護３～５）の認定者数に対する割合が，第５期プランと概ね

同水準になるように推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第１号被保険者数は住民基本台帳人口等から推計するため，第２章４の高齢者人口の推計値（３０～３１

ページ）と一致しない 
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■ 施設・居住系サービスの利用者数の推計              （人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス種別 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

施
設

サ
ー

ビ
ス

 

① 介護老人福祉施設 5,852 6,073 6,311

 （うち地域密着型介護老人福祉施設） (650) (729) (817)

② 介護老人保健施設 3,848 4,002 4,168

 （うち介護老人保健施設（従来型）） (3,711) (3,865) (4,031)

 （うち介護療養型老人保健施設） (137) (137) (137)

③ 介護療養型医療施設 2,375 2,375 2,375

 小 計  （ ① ～ ③ ） 12,075 12,450 12,854

居
住

系
サ

ー
ビ

ス

④
認知症対応型共同生活介護 
（認知症高齢者グループホーム） 

2,058 2,164 2,279

⑤
特定施設入居者生活介護 
（介護専用型特定施設） 

1,288 1,354 1,426

 （うち地域密着型介護専用型特定施設） （322） （364） （399）

⑥
特定施設入居者生活介護 
（混合型特定施設） 

1,141 1,141 1,141

 小 計  （ ④ ～ ⑥ ） 4,487 4,659 4,846

合 計 16,562 17,109 17,700

第 １ 号 被 保 険 者 数 に 占 め る 割 合 4.37％ 4.45％ 4.58％
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  整備等目標数については，サービス種別ごとに，他都市の施設・事業所を利用さ

れる本市の被保険者数や，本市施設・事業所を利用される他都市の被保険者数等を

勘案し，５２ページにおいて推計を行った利用者が利用可能となるよう，必要量を

見込んで設定しています。 

 

■ 介護保険施設の整備等目標数                   （人分） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

①介護老人福祉施設 5,783 5,964 6,105

 （うち地域密着型介護老人福祉施設）  （650） （766） （824）

②介護老人保健施設 4,292 4,426 4,426

  

  

（うち介護老人保健施設（従来型）） （4,133） （4,267） （4,267）

（うち介護療養型老人保健施設）  （159） （159） （159）

③介護療養型医療施設 2,702 2,702 2,702

 

 

■ 居住系サービス事業所の整備等目標数               （人分） 

 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

④認知症高齢者グループホーム 2,065 2,191 2,299

⑤介護専用型特定施設 1,336 1,514 1,572 

 （うち地域密着型介護専用型特定施設）  （325） （383） （441）

⑥混合型特定施設 1,581 1,581 1,581
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４ 居宅系サービスの利用量の推計                  

  居宅系サービスの利用対象者数は，要支援・要介護認定者数から，施設サー

ビス利用者数及び居住系サービス利用者数を差し引いた数値としています。 

   

 ■ 居宅系サービス利用対象者数の見込み               （人） 

 

  各居宅系サービスの利用量について，基本的には，平成２７年度以降の各サ

ービスの利用割合（推計）を実績から算出し，それらを利用対象者数に乗じて，

５５ページの表のとおり推計しました。 

  なお，地域包括ケアを支えるうえで重要なサービスとされている「（介護予防）

小規模多機能型居宅介護」，平成２４年度に創設された「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護」及び「複合型サービス」については，現在，国において，普及促

進に向けた検討が行われていることから，第 5 期プラン計画期間における基盤

整備の状況やサービス利用の伸びに加え，今後，サービス利用者の増につながる

制度見直しが行われることを前提として，利用者数の推計を行っています。 

 

 

 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

①要 支 援 ・要 介 護 認 定 者 数 81,456 85,605 90,096

②施設サービス利用者数 12,075 12,450 12,854

③居住系サービス利用者数 4,487 4,659 4,846

④居宅系サービス利用対象者数 

【①－（②＋③）】 
64,894 68,496 72,396
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■ 各居宅系サービスの利用量（推計）  

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

介
護

給
付

 

居宅 

サービス 

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護 

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与 

特定福祉用具販売

住宅改修 

居宅介護支援 

3,094,238 回

55,852 回

408,365 回

327,879 回

98,355 人

1,691,720 回

491,042 回

344,383 日

72,443 日

268,009 人

6,060 人

5,124 人

397,656 人

3,171,668 回

56,081 回

434,106 回

373,467 回

108,857 人

1,870,135 回

516,374 回

383,432 日

74,522 日

292,222 人

6,240 人

5,292 人

423,792 人

3,247,645 回

56,136 回

461,766 回

422,101 回

120,220 人

2,064,090 回

543,616 回

423,169 日

77,316 日

318,658 人

6,444 人

5,484 人

452,244 人

 地域密着型 

サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

複合型サービス 

9,120 人

10,804 人

64,356 回

15,349 人

1,128 人

13,032 人

12,191 人

65,818 回

17,617 人

1,572 人

16,944 人

13,693 人

66,924 回

19,865 人

2,028 人

予
防

給
付

 

介護予防 

サービス 

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

介護予防住宅改修

介護予防支援 

81,401 人

36 回

20,934 回

20,551 回

4,460 人

67,558 人

10,363 人

4,037 日

475 日

58,662 人

2,292 人

3,084 人

163,236 人

81,403 人

36 回

23,078 回

22,021 回

4,728 人

79,298 人

10,861 人

4,640 日

489 日

64,357 人

2,340 人

3,168 人

174,180 人

40,703 人

36 回

25,618 回

23,309 回

5,015 人

46,196 人

11,387 人

5,296 日

489 日

70,610 人

2,388 人

3,240 人

141,348 人

 地域密着型 

介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

  467 回

1,451 人

 684 回

2,063 人

  944 回

2,695 人

 

 

 

注１：１年間の利用量 

注２：平成２９年４月からの実施を予定している新しい介護予防・日常生活支援総合事業への移行に伴い，介

護予防訪問介護及び護予防通所介護は，平成２９年度中に予防給付から地域支援事業に移行 

注３：小規模な通所介護事業所（利用定員１８人以下の予定）については，平成２８年度から地域密着型サー

ビスに移行されるが，現在，国において，内容等について検討中であるため，上記推計には移行を反映

していない。 
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５ 地域支援事業の量の見込み及び事業規模等             

（１）地域支援事業による介護予防事業の対象者数及び参加者数の見込み 

   要支援・要介護状態になるおそれの高い高齢者（二次予防事業対象者）を対象

として，通所や訪問による「運動器の機能向上」，「栄養改善」，「口腔機能の向上」

等の介護予防事業（二次予防事業）を実施するに当たり，事業の対象者数及び参

加者数を見込みました。 

   このほか，全高齢者を対象とした地域支援事業として，介護予防に関する知識

の普及啓発等を実施します。 

   なお，介護予防事業は，平成２９年４月からの実施を予定している「新しい介

護予防・日常生活支援総合事業」に再編していくこととしています。 

（人） 

 ２７年度 ２８年度 

第１号被保険者数 ３７８，９１１ ３８４，０９１

介護予防事業（二次予防事業） 

の対象者数 
３５，９９７ ３６，４８９

介護予防事業（二次予防事業） 

の参加者数 
２，５２０ ２，７３７

 

  ① 対象者数 

    介護予防事業（二次予防事業）の対象者数は，第５期プラン計画期間中の実

績を考慮し，第１号被保険者数の９．５％と設定しました。 

 

  ② 参加者数 

    介護予防事業（二次予防事業）の参加者数は，第５期プラン計画期間中の実

績を考慮したうえで，事業の段階的な達成という観点から，平成２７年度は対

象者数の７．０％とし，平成２８年度は対象者数の７．５％と設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度から実施予定の新しい介護予防・日常生活支援総合事業の対

象者数及び利用者数については，引き続き精査していきます。 
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（２）地域支援事業の規模及び財源構成 

 

 

  第５期プラン計画期間においては，国の交付金の対象となる地域支援事業の事業

規模について，政令で上限が定められていました。 

  第６期プラン計画期間においては，介護予防訪問介護等を新しい総合事業に移行

した後においても，新しい総合事業移行分をまかなえるよう地域支援事業費の上限

を見直しつつ，事業の効果的な実施の観点から，引き続き上限が設定されます。 

  新しい総合事業に移行するまでの上限額は，第５期プラン計画期間と同様に，各

市町村が介護保険事業計画において定める各年度の保険給付費見込額に，下表の率

を乗じた額となっています。 

 

介護予防事業 ２．０％以内 

包括的支援事業・任意事業 国において検討中（平成２６年１２月１日現在）

地域支援事業 全体（※） ３．０％以内 

    

 

  新しい総合事業に移行後は，各市町村が次の２つの区分で上限管理を行います。

なお，地域支援事業全体の上限は設定されません。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付金対象となる地域支援事業費の上限

国において検討中（平成２６年１２月１日現在） 

包括的支援事業・任意事業の上限額 

【①各市町村の事業開始前年度の[予防給付（介護予防訪問介護，介護予防通

所介護，介護予防支援）＋介護予防事業]の総額】×【②各市町村の７５歳以

上高齢者の伸び】－事業開始年度の予防給付（介護予防訪問介護，介護予防

通所介護，介護予防支援）の総額 
 
注１ 第６期プラン計画期間においては，費用の伸びが②を上回った場合に，事業開

始年度の前年度の費用額に１０％を乗じた額の範囲内で，翌年度以降は①をその

実績額に置き換える。 

 

注２ 上記の原則の上限に加えて，予防給付全体で上限管理する下記の計算式も選択

可能（この場合も注１は適用可） 

【①各市町村の事業開始前年度の［予防給付全体＋介護予防事業］の総額】×【②

各市町村の７５歳以上高齢者の伸び】－事業開始年度の予防給付の総額 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業の上限額 

※ 在宅医療・介護連携推進，認知症施策推進，生活支援体制整備などの事業を除く 
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   財源構成については，介護予防事業（平成２９年度以降は新しい総合事業）は

介護給付費と同じ構成ですが，包括的支援事業及び任意事業については公費（国，

都道府県，市町村）と第１号被保険者の保険料で構成されます。  

（％） 

 国 都道府県 市町村 第１号保険料 第２号保険料

平成２７年度～２８年度 

介護予防事業 

平成２９年度以降 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 

25.0 12.5 12.5 22.0 28.0

包括的支援事業・任意事業 39.0 19.5 19.5 22.0 －

 

財源構成
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第1号被保険者

の保険料

約22.0%

第2号被保険者

の保険料 28.0%

京都市 12.5%

京都府 12.5%※

国 20.0%※

国・調整交付金

約5.0%

保険給付費の負担割合

（平成２７～２９年度）

≪参考１≫ 第１号被保険者の介護保険料 

１ 第１号被保険者の介護保険料の負担の仕組み          

  介護保険制度は，国，地方自治体，４０歳以上の市民のそれぞれの負担に

よって，社会全体で高齢者の介護を支える社会保険制度であり，第６期プラ

ン計画期間（平成２７～２９年度）は，保険給付費のうち第１号被保険者（６

５歳以上の方）の負担割合が２２％ (第５期：２１％），第２号被保険者（４

０歳以上６５歳未満の医療保険に加入している方）の負担割合が２８％（第

５期：２９％）となる予定です。 

  第１号被保険者の介護保険料（以下「保険料」という。）は，市民に提供さ

れる総サービス量に基づき算定しているため，介護サービスが充実し，サー

ビス利用が多い市町村ほど保険料が高く設定されることになります。 

 

  

第１号被保険者 

６５歳以上の方 

第２号被保険者 

４０歳以上６５歳

未満の医療保険に

加入している方 

※ 施設サービス費等については，国 15％，京都府 17.5％ 
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２ 本市における保険給付費の状況及び第６期プランでの見込み   

  保険料算定の基礎となる第６期プラン計画期間中の保険給付費・地域支援

事業費（第５章で見込んだ各サービスを利用していただくために必要な費用）

については，現時点では未確定な要素（介護報酬改定等）があるため，正確

に算定できませんが，３，９７０億円程度となる見込みです。 

 

 ■ 第６期プランにおける保険給付費等の見込み  

 第６期計画（見込み） 第５期計画 

保 険 給 付 費 3,830 億円程度 3,191 億円 

地 域 支 援 事 業 費    140 億円程度    92 億円 

合 計
3,970 億円程度 

3,283 億円 
（第５期比 21%程度上昇） 

  

  第３期プラン計画期間においては，計画で見込んだサービス量よりもサー

ビス利用実績が下回ったため，第３期プラン計画期間中に積み立てた介護給

付費準備基金を全額取り崩し，第４期保険料に充当することにより，保険料

を引き下げました。 

  第 5 期プラン計画期間においては，現在のところ，保険給付費はほぼ計画

どおりに推移しています。  

     

＜第1期＞

12～14年度

保険料 2,958円／月

給付費

（計画） 1,568億円

（実績） 1,687億円

＜第2期＞

15～17年度

保険料 3,866円／月

給付費

（計画） 2,185億円

（実績） 2,196億円

＜第3期＞

18～20年度

保険料 4,760円／月

給付費

（計画） 2,508億円

（実績） 2,344億円

＜第4期＞

21～23年度

保険料4,510円／月

給付費

（計画） 2,684億円

（実績） 2,724億円

＜第５期＞

2４～2６年度

保険料5,440円／月

給付費

（計画） 3,191億円

（見込み）3,186億円

借入金 19億円

次期以降の

保険料で償還

借入金 14億円

次期以降の

保険料で償還

積立金 3０億円

次期保険料の引下

げのため取崩し

＜第６期（計画）＞

2７～2９年度

給付費

（計画） 3,830億

円程度
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３ 第１号被保険者の保険料                  

保険料基準額は，次の方法により算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  第６期保険料については，今後国で予定されている介護報酬改定等の影響

により，変動が見込まれるため，現時点で具体的な算定を行うことは困難で

す。 

  国は第６期保険料について，所得段階区分の標準段階を，これまでの６段

階から９段階に見直すとともに，別枠の公費を投入して低所得者の保険料軽

減を行う仕組みを設ける方向で検討を行っています。 

  また，第６期保険料については，上記による影響のほか，保険給付費に対

する第１号被保険者及び第２号被保険者それぞれの負担割合の見直しや，介

護報酬の地域区分の変更等によるものが見込まれます。  

  本市の第５期保険料基準額（月額）は５，４４０円と設定しましたが，今

後の国の動向に留意しつつ，これらの影響を踏まえて，第６期保険料の設定

を行っていく必要があります。

 

保険給付費×約２２％ ※１ 

  ＋地域支援事業費×２２％    

  ＋財政安定化基金拠出金    

 

※１ 第１号被保険者の所得分布や７５歳以上の後期高齢者の割合によって国の

調整交付金が異なることから，第１号被保険者の負担割合は市町村ごとに異な

ります。標準的な市町村では２２％となります。 

※２ （各所得段階区分の第１号被保険者数×保険料率）の合計 

  保険料の負担 

÷ 割合で補正した ÷ １２月 

  被保険者数 ※２ 
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【参考】第５期の第１号被保険者の保険料 

 

課税状況 年　額 月　額

－

第２段階 ８０万円以下

18年度～　段階新設

対象者…全国一律

保険料率…国標準

第３段階

（軽　減）

８０万円超

１２０万円以下

基準額

×0.68
44,390円 3,699円

24年度～　段階新設

対象者…全国一律

保険料率…独自設定

第３段階 120万円超
基準額

×0.75
48,960円 4,080円

第４段階

（軽　減）
８０万円以下

基準額

×0.9
58,752円 4,896円

21年度～　細分化

対象者…全国一律

保険料率…独自設定

第４段階 ８０万円超 基準額 65,280円 5,440円

第５段階 １２５万円以下
基準額

×1.1
71,808円 5,984円

18年度～　多段階化

対象者…独自設定

保険料率…独自設定

第６段階
１２５万円超

　１９０万円未満

基準額

×1.35
88,128円 7,344円

第７段階
１９０万円以上

４００万円未満

基準額

×1.6
104,448円 8,704円

第８段階
４００万円以上

７００万円未満

基準額

×1.85
120,768円 10,064円

18年度～　多段階化

対象者…独自設定

保険料率…独自設定

第９段階

７００万円以上

１，０００万円

未満

基準額

×2.1
137,088円 11,424円

第１０段階
１，０００万円

以上

基準額

×2.35
153,408円 12,784円

24年度～　多段階化

対象者…独自設定

保険料率…独自設定

合計所得

金額

課税年金

収入額

＋

合計所得

金額

課税年金

収入額

＋

合計所得

金額

生活保護受給者

第１段階

本人が

市民税非課税

かつ

世帯員が

市民税（減免

前）課税

本人が

市民税（減免

前）課税

本人及び

世帯員が

市民税非課税

保　険　料　額

本人の所得状況等

基準額

×0.5
2,720円

老齢福祉年金受給者

32,640円

所得段階

区　分

対　象　者　要　件

備　　考
保険料

率
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≪参考２≫ 用語解説 

用  語 説  明 

イ インフォーマルサービス  公的制度によるサービスでは満たされないニーズに対応する，

近隣やボランティア，民間組織等によって提供される制度外のサ

ービス 

カ 介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

 要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する

専門的知識及び技術を有する，介護保険法で定められた介護支援

専門員証の交付を受けた者（要介護者等からの相談に応じ，要介

護者等がその心身の状況等に応じた適切なサービスを利用できる

よう，各種サービス事業を行う者等との連絡調整等を行い，介護

サービス計画（ケアプラン）等の立案を担う。） 

介護給付費準備基金 市町村が設けることができる基金で，３年間の介護保険事業計

画期間中，給付費が見込みを下回る場合は剰余金を積み立て，見

込みを上回る場合は必要額を取り崩し，また，計画期間の最終年

度において残高がある場合には，次期保険料を見込むに当たり取

り崩すことができるもの 

介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム） 

〔介護保険サービス〕 

 入所する要介護者に対し，入浴，排泄，食事等の介護その他の

日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話を行う

施設 

介護老人保健施設 

〔介護保険サービス〕 

 入所する要介護者に対し，医学的管理の下における介護，看護，

及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこ

とにより，居宅における生活への復帰を目指す施設 

キ 京都市居住支援協議会 

（京都市すこやか住宅ネ

ット） 

不動産関係団体及び福祉関係団体の参画を得て，官民協働で，

住宅と福祉の両面から，高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

せる住まいの確保に向けた取組を進めるための住宅セーフティネ

ット法に基づく協議会 

コ 高齢サポート 本市における地域包括支援センターの愛称【地域包括支援セン

ター】（６４ページ）を参照 

サ サービス付き高齢者向け

住宅 

 平成２３年１０月施行の改正高齢者住まい法により創設され

た，高齢の単身及び夫婦世帯が安心して生活できる，高齢者にふ

さわしい良好な居住環境と専門家による見守りサービス等を備え

た賃貸住宅や有料老人ホームであり，都道府県知事，政令市又は

中核市の長に登録したもの 

財政安定化基金  介護保険事業計画の見込みを上回る給付費増や保険料収納不足

により，市町村の介護保険特別会計に赤字が出ることとなった場

合，一般財源から財政補填をする必要のないよう，市町村に対し

て資金の交付や貸付を行う，都道府県に設置された基金（財源は，

国，都道府県，市町村（介護保険料）から１/３ずつ拠出し，一定

の事由により市町村の介護保険財政に不足が生じた場合には，資

金の交付又は貸付を行う。） 

シ 小規模多機能型居宅介

護・介護予防小規模多機能

型居宅介護 

〔介護保険サービス〕 

 利用者の心身の状況，置かれている環境，希望を踏まえ，居宅

への「訪問」，サービスの拠点への「通所」，短期間の「宿泊」

を柔軟に組み合わせて利用者に提供し，家庭的な環境と地域住民

との交流のもとで，入浴，排泄，食事等の介護その他の日常生活

上の世話及び機能訓練を行うサービス 
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シ 真のワーク・ライフ・バラ

ンス 

 自分を取り巻く様々な「つながり」を大切にし，仕事と家庭生

活などの私生活だけでなく，町内会のボランティア活動などの「地

域活動や社会貢献」も含めて，生きがいのある充実した暮らしを

送ること 

セ 生活支援コーディネータ

ー 

 高齢者の生活支援サービス等の体制整備を推進していくことを

目的とし，地域において，その提供体制の構築に向けたコーディ

ネート機能を果たす者 

成年後見制度   判断能力が不十分な方（認知症高齢者，知的障害や精神障害の

ある人など）の不動産や預貯金の管理，介護サービスや施設入所

契約の締結などを支援する制度（同制度は，法定後見と任意後見

の２つの制度に分けられる。また，法定後見制度には，本人の判

断能力に応じて「後見」，「保佐」，「補助」の３つの類型があ

る。） 

タ 第１号被保険者  市町村の区域内に住所を有する６５歳以上の者（対象者の心身

の状況に応じて，介護保険サービスや地域支援事業が利用でき

る。） 

第２号被保険者  市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未満の医療保

険加入者（特定疾病が原因で支援や介護が必要な場合は，要介護

認定を申請でき，要支援又は要介護に認定された場合は，介護保

険サービスが利用できる。） 

チ 地域ケア会議  地域における様々な課題を的確に把握し，援助を要する高齢者

の早期発見及び迅速な対応を行うための連携体制を構築すること

等を目的とする，地域包括支援センター等が主催する会議（医療，

介護や福祉の関係者，民生委員・児童委員や老人福祉員など，地

域で高齢者を支える様々な関係者が参加する。） 

地域支援事業  平成１８年４月施行の改正介護保険法により創設された，要介

護状態となることを予防するとともに，要介護状態となった場合

においても，できる限り，地域において自立した生活を営むこと

ができるよう支援するための事業 

地域包括ケアシステム  高齢者一人ひとりが，できる限り，住み慣れた地域での生活を

継続できるよう，日常生活圏域単位で，医療，介護，予防，住ま

い，生活支援サービスが切れ目なく提供される仕組み 

地域包括支援センター 

（愛称：高齢サポート） 

 高齢者に対する様々な支援を行うために本市が委託運営してい

る，市内６１箇所の公的な相談窓口（同センターでは，社会福祉

士，主任ケアマネジャー，保健師等の専門職員が連携して，総合

相談支援や介護予防ケアマネジメント，権利擁護，包括的・継続

的ケアマネジメント支援を一体的に実施している。） 

地域密着型サービス 

〔介護保険サービス〕 

 今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等

が，できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるよう，平成

１８年４月施行の改正介護保険法により創設されたサービス 
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チ 地域密着型特定施設入居

者生活介護 

〔介護保険サービス〕 

 特定施設として指定を受けた，要介護者専用で定員２９人以下

の有料老人ホームや養護老人ホーム，軽費老人ホーム等に入居し

ている利用者に，入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上

の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話を行うサービス 

調整交付金  保険給付において国が負担する２５％のうち，定率で交付され

る２０％を除いた残りの５％分の交付金（交付率は，要介護者の

発生率が高い後期高齢者の割合や，所得段階構成比といった市町

村の努力では対応できない第１号保険料の格差を調整するため，

市町村ごとに異なる。） 

ツ 通所介護・介護予防通所介

護（デイサービス） 

〔介護保険サービス〕 

 老人デイサービスセンターに通所する利用者に，入浴及び食事

の提供（これらに対する介護を含む），生活等に関する相談及び

助言，健康状態の確認その他の必要な日常生活上の世話及び機能

訓練を行うサービス 

テ 定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 

〔介護保険サービス〕 

 日中・夜間を通じて，訪問介護と訪問看護が密接に連携しなが

ら，定期的な巡回又は随時通報を受けて利用者の居宅を訪問し，

介護福祉士などが入浴，排泄，食事等の介護その他の日常生活上

の世話を行うとともに，看護師などが主治医の指示に基づき療養

上の世話又は診療の補助を行うサービス 

ト 特殊詐欺 高齢者等に電話をかけるなどして対面することなく欺罔し，指

定した預貯金口座への振込みその他の方法により，不特定多数の

者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝も含む。）

特定施設入居者生活介

護・介護予防特定施設入居

者生活介護 

〔介護保険サービス〕 

 特定施設として指定を受けた有料老人ホームや養護老人ホー

ム，軽費老人ホーム等に入居している利用者に，入浴・排泄・食

事などの介護その他日常生活上の世話及び機能訓練，療養上の世

話などを行うサービス 

ニ 二次予防事業 

〔地域支援事業〕 

 地域支援事業の中で実施する介護予防事業の一つで，第１号被

保険者で要介護認定を受けていない者のうち，基本チェックリス

トにおいて生活機能の低下が認められた人を対象に，通所又は訪

問により，主に運動器機能向上，栄養改善及び口腔機能向上に関

する介護予防プログラムを提供する事業 

日常生活圏域  高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を

継続できるよう，地理的条件，人口，交通事情その他の社会的条

件，介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況な

どを総合的に勘案し，地域の特性に応じて区分した圏域。本市で

は，複数の元学区を束ねた地域として７６地域（概ね中学校区数）

を設定 

認知症あんしんサポータ

ー 

 地域や職域，学校などで，認知症に関する正しい知識と具体的

な対応方法等を「認知症あんしんサポーター養成講座」で学んだ，

認知症の人やその家族の地域での暮らしを応援する者 

認知症あんしんサポート

リーダー 

 「認知症あんしんサポーター」を養成する「認知症あんしんサ

ポーター養成講座」の講師役として，認知症に関する知識や介護

経験がある介護専門職等で，「認知症あんしんサポートリーダー

養成研修」を修了した者 
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ニ 認知症サポート医  認知症サポート医養成研修を修了し，かかりつけ医の認知症診

断等に関する助言や支援を行うほか，専門医療機関や地域包括支

援センター等との連携の推進役になるとともに，かかりつけ医認

知症対応力向上研修の企画・講師となる医師 

認知症初期集中支援チー

ム 

 家族の相談等により，在宅生活をしている認知症が疑われる人

や認知症の人及びその家族を訪問し，アセスメントや家族支援な

ど初期の支援を包括的・集中的に行い，自立生活のサポートを行

う複数の専門職によるチーム 

認知症対応型共同生活介

護・介護予防認知症対応型

共同生活介護（グループホ

ーム） 

〔介護保険サービス〕 

 認知症高齢者が共同生活を営む住居において，家庭的な環境と

地域住民との交流のもとで，入浴，排泄，食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス 

フ 複合型サービス 

〔介護保険サービス〕 

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービス

で，利用者の心身の状況，置かれている環境，希望を踏まえ，居

宅への「訪問」，サービスの拠点への「通所」，短期間の「宿泊」

を柔軟に組み合わせて療養上の管理の下で利用者に提供し，家庭

的な環境と地域住民との交流のもとで，入浴，排泄，食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス 

福祉避難所  一般の避難所への避難後に，そのまま一般の避難所での生活を

続けることが困難な方を対象とした避難所。対象となる方は，高

齢者，障害のある方，妊産婦，乳幼児など，避難所生活において

何らかの特別な配慮を必要とする被災者で，介護保険施設や医療

機関等に入所・入院するに至らない程度の方 

ホ 訪問介護・介護予防訪問介

護（ホームヘルプサービ

ス） 

〔介護保険サービス〕 

訪問介護員（ホームヘルパー）が，利用者の居宅を訪問し，入

浴・排泄・食事等の身体介護，調理等の家事など生活全般にわた

る生活援助等を行うサービス 

ユ 有料老人ホーム  高齢者を入居させ，入浴，排泄若しくは食事の介護，食事の提

供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定

めるものの供与（他に委託して供与をする場合及び将来において

供与をすることを約する場合を含む。）をする事業を行う施設で

あって，老人福祉施設，認知症対応型老人共同生活援助事業を行

う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの 

ロ ロコモティブシンドロー

ム（運動器症候群） 

 運動器（筋肉，骨，関節等）が衰えて「立つ」，「歩く」とい

った動作が困難になり，要介護や寝たきりの状態になってしまう，

またはそのリスクが高い状態のこと 
 



 

 

 

 

 本市では「第６期京都市民長寿すこやかプラン（案）（京都市高齢者保健福祉

計画／京都市介護保険事業計画）中間報告」について，市民の皆様からのご意

見・ご提言を募集しています。 
 

 

【応募方法】 

 下記の専用はがき（切手不要）や裏面のＦＡＸ用の用紙に，ご意見・ご提言

を記入のうえ，長寿福祉課までお送りください。（※はがき，封書，Ｅメールで

も受け付けています。） 

お寄せいただいたご意見・ご提言を集約し，京都市高齢者施策推進協議会に

おいて報告，協議するとともに，ご意見・ご提言に対する本市の考え方をとり

まとめ，長寿福祉課のホームページで公開させていただきます。 

なお，この意見募集により収集した個人情報につきましては，「京都市個人情

報保護条例」に基づき適切に取り扱い，他の目的に利用することは一切ありま

せん。 

また，ご意見・ご提言に対する個別の回答はいたしませんので，ご了承くだ

さい 

 

【応募期限】 

平成２７年１月１４日（水）必着 

 

【あて先】 
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  京都市中京区烏丸通御池下る 

 虎屋町 566‐1 

井門明治安田生命ビル２階 
 
 京都市保健福祉局 

長寿社会部長寿福祉課・企画担当 宛 
 

電 話：075－251－1106 

ＦＡＸ：075－251－1114 

Ｅメール：cyoujyu@city.kyoto.jp 
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 京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 企画担当 行 
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パブコメくん

中間報告に対するご意見・ご提言など，自由にお書きください。 

ご意見・ご提言を取りまとめる際の

参考にしますので，差し支えがなけ

ればご記入ください。 

この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」として古紙回収等へ！ 


